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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

(1) 上位目標とプロジェクト目標 

 本プロジェクトの上位目標は、大規模地震により被災した調査対象地域内における保健医療サ

ービス及び教育サービスの復旧を図ることである。上位目標を達成するために、本プロジェクト

の目的は被災した保健医療施設及び教育施設、橋梁を復旧することであり、被災施設の再建なら

びに必要な機材の調達を実施する。 

(2) 対象施設の選定（保健医療セクター） 

現地踏査の結果を踏まえ、本プロジェクトの対象施設を選定した。選定基準及び検討結果を表

3.1 に示す。 

表 3.1：対象施設の選定基準（保健医療セクター） 
選定基準 内容 

被害の程度による優先順位の選定基準 • 目視により大きく損傷が確認できるものを優先する。 
• 短い時間で構造の損傷状況を判断することは困難であるた

め、損傷が確認できないもので、建物の使用を継続してい

るものは除外する。 
アクセスによる優先順位の選定基準 • 敷地まで車で容易にアクセスできる施設を選定基準の高位

に評価する。 
• 徒歩によるアクセスしか出来ず、建設資材の搬入がロバも

しくは人力によるしか方法がない施設が多いが、このよう

な条件の施設周辺にも多くの恒久的構造の建物が見られる

ため、選定からはずさず選定基準の中位に評価する。 
• 調査時点で、地滑り、崩落などの危険があるため通行が出

来ず、調査が出来ない箇所は選定の低位とする。 
敷地の状況による優先順位の選定基準 • 敷地に落石の危険性がある箇所は選定から除外する。 

• 州政府が代替地を提示できる場合は、代替地に再建を行う

こととする。 
施設の医療従事者による優先順位の選定基準 • 利用されない施設は再建しないという観点から、医師のい

ない施設の医師住居の再建は行わない。 
外来患者数による優先順位の選定基準 • 外来患者数の多寡により再建の優先順位の判定を行う。 
他ドナーの動向による優先順位の選定基準 • NGO IBN-SHINA AFGHANISTAN が再建を申し出ている施

設については、選定基準の低位に評価する。 
• WHO が基礎保健ユニットの外来診療棟の再建を行う施設

が 8 ヶ所ある。この WHO の外来診療棟は応急の鉄骨構造で

あるため、日本国側が恒久的な構造の外来診療棟を再建し

た場合、倉庫あるいはスタッフ住居として使用する事が

WHO との了解事項となっているため、選定基準の高位に評

価する。 
 

 選定の結果、本プロジェクトの対象施設は、県立病院（DHQ）1 ヶ所、結核コントロールセン

ター（TBC）1 ヶ所、母子保健センター（MCHC）1 ヶ所、県保健高等弁務官事務所（EDO）1 ヶ

所、地域医療センター（RHC）1 ヶ所、市民病院（CH）1 ヶ所、基礎保健ユニット（BHU）17 ヶ

所などの計 23 ヶ所となった。選定された BHU17 ヶ所のうち、パイマルシャリフ、ラシャング、

パショト及びシュムライの 4 ヶ所については、「パ」国政府より RHC への拡張が要請された。RHC
への拡張には、敷地の確保が必要となるため、4 ヶ所の BHU の再建は保留となった。 
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表 3.2：再建施設の優先順位 

優先度判定基準 再建施設 

被災状況 

No. 施設名 
外来 

患者数 
優
先
度 

外
来
棟 

医
師
住
居 

ス
タ
ッ
フ
住
居 

守
衛
住
居 

ア
ク
セ
ス 

従
業
員
数 

外
来
者
数 

敷
地
状
況 

他
ド
ナ
ー
動
向 

外
来
棟 

病
棟 

医
師
住
居 

ス
タ
ッ
フ
住
居 

守
衛
住
居 

1 DHQ 120,000  A A A A A A － AA － － 全て再建 

2 ﾊﾞﾝﾅ RHC 28,800  A A A A A A － AA － － 全て再建 

3 EDO  A － － － － A － － － － 再建 

4 TBC 11,000  A － － － － A － － － － （県中央病院内に再建） 

5 ｸｻﾞﾊﾞﾝﾀﾞ RHC 7,200  C C B B C A － A － － － － － － － 

6 ﾀｺｯﾄ CH 108,000  A A A A A A － AA － － 1 － 1 1 1 

7 ｼｭﾑﾗｲ BHU 4,800  A A A A A A B B C C 1 1 1＜ 1＜ 1 

8 ﾊﾟｲﾏﾙ･ｼｬﾘﾌ BHU 4,800  A A A A A A B B － A 1 1 1＜ 3＜ 1 

9 ﾊﾟｼｭﾄｩ BHU 3,600  A A B C B B B B － A 1 1 1＜ 2＜ 1 

10 ｻｶｰｶﾞｰ BHU 4,800  D － － － － C B B － A － － － － － 

11 ﾗｼｬﾝｸﾞ BHU 7,200  A A A A A B B A － A 1 1 1＜ 2＜ 1 

12 ｼﾞｬﾝﾊﾞｲﾗ BHU 1,800  A A A A A B B C － － 1 － － 1 3 

13 ｶﾞﾘ･ﾅﾜﾌﾞ･ｻｲﾄﾞ BHU 2,400  C C C C C B B B － － － － － － － 

14 ｼｬﾝｸﾞﾘ･ﾊﾟｲｰ BHU 6,000  A A A A A B B A － － 1 － － 3 1 

15 ﾌｧｺﾞｰﾗ BHU 6,000  C C C C C A B A － － － － － － － 

16 ﾊﾞﾃｨｱﾝ BHU 3,600  A A A A A B B B － A 1 － － 3 1 

17 ｼﾞｮｰｽﾞ BHU 4,800  A A A A A A B B － － 1 － － 2 1 

18 ｶﾅｲ BHU 3,600  C C C C C B B B － － － － － － － 

19 ﾊﾞﾃｰﾗ BHU 2,400  D － － － － C B B － A － － － － － 

20 ｶｿｰﾗ BHU 2,400  A A A A A B B B － － 1 － － 3 1 

21 ﾊﾗｰﾘ BHU 3,600  A A A A A A B B － － 1 － － 2 1 

22 ﾊｲﾗﾊﾞｯﾄ BHU 1,800  A A A A A A B C － － 1 － － 2 1 

23 ｻｲﾄﾞﾗ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｯﾄ BHU 3,000  A A A A A A B B － － 1 － － 2 1 

24 ﾊﾞﾄﾚｰ BHU 1,800  C C C C C B B C － － － － － － － 

25 ｱﾙｶﾞｼｮｰﾘ BHU 4,200  C C C C C B B B － － － － － － － 

26 ﾎﾟﾓﾝｸﾞ BHU 1,800  C C C C C B B C － － － － － － － 

27 ﾊﾞﾀﾓｰﾘ BHU 4,800  B A A A A A B B － C (1) － － (4) (1) 

28 ﾌｰﾀﾙ･ﾊﾞﾄｸｰﾙ BHU 4,800  A A A A A A B B － A 1 － － 2 1 

29 ﾍﾞﾊﾘ BHU 1,200  A A A A A B B C － － 1 － － － 2 

30 ﾙｰﾌﾟ･ｶﾅｲ BHU 1,200  D － － － － C B C － － － － － － － 

31 ﾀｲﾗｽ BHU 3,600  A A A A A B B B － － 1 － － 2 3 

32 ｸｽﾞ･ﾀﾝﾄﾞｰﾙ BHU 2,400  D － － － － C B B － A － － － － － 

33 ﾌﾞﾗﾁｬｰﾙ BHU  D － － － － C B － － － － － － － － 

34 ﾁｬｰﾊﾞｰｸﾞ BHU 3,600  A A A A A A B B － － 1 － － 3 1 
優先度の内容 
A： 再建を行う施設 
B： 他ﾄﾞﾅｰとの調整を踏まえ、再建を行う施設 
C： 被害が軽微であるため、再建は行わない施設 
D：現況を確認できないため、対象施設から除外 

被災状況の判定基準 
被害甚大につき使用不可：A 
被害軽微で補修可能：B 
被害軽微で補修不要：C 

外来者数の判定基準 
10,000 人/年 ：AA 
6,000～9,999 人/年：A 
2,000～5,999 人/年：B 
1,999 人/年以下：C 

従業員数の判定基準 
医者不在基礎保健ﾕﾆｯﾄ：B 
敷地不適地：C  
他ﾄﾞﾅｰｺﾐｯﾄ施設：C 
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(3) 対象施設の選定（教育セクター） 

1) 選定基準 

本プロジェクトの対象校を選定するにあたり、選定基準の方針を以下のとおり設定した。 

• 地震による施設の損傷が著しく、建て替えを必要とする学校を優先する。 

• 資機材の運搬や工事用のアクセスに大きな問題のない学校を優先する。 

• 一定の就学者数と 低限必要な教員数が確保されている学校を優先する。 

• 建替えが可能な敷地の学校を優先する。 

• 地震前の教室数が 2 教室以上の学校を優先する。 

• 他ドナーによる学校建替え計画の重複がない学校を優先する。 

• 地震による損傷が無く、他校の生徒を受け入れる教室のゆとりのある近隣校がない学

校を優先する。 

• 敷地の所有権が国もしくは州政府にある学校を優先する。 

上記項目の具体的な選定基準を以下に示す。 
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表 3.3：対象施設の選定基準（教育セクター） 

No. 選定項目 判定 選定基準 判断資料・データ 

Ａ 崩壊または大規模な損傷 

① 
地震による学校施設損傷の程

度 
Ｃ 修理で済む程度の損傷 

(1)Report on Rapid Assessment Survey of 
Government Schools in Earthquake Effected 
District of NWFP (surveyed by School 
Mapping Consultamts),17 Nov., 2005 (second 
corrected edition)              

(2)本調査団によるサイト踏査の結果 

Ａ 
車両によるアクセスが可能な学

校 

Ｂ 
徒歩またはロバによるアクセス

が可能な学校 
② 敷地へのアクセス 

Ｃ 

道路交通制限でアクセスが不可

能な学校、または、バタグラム県

学校識字部が判断したアクセス

不可能な学校 

(1)パキスタン軍バタグラム県駐留キャンプ

からの道路制限情報（２月末時点）    

(2)バタグラム県学校識字部によるサイト別

アクセスビリティの判断         

(3)本調査団によるサイト踏査の結果 

Ａ 児童数が 50 人以上の小学校 小学校

の場合 Ｃ 児童数が 50 人未満の小学校 
Ａ 生徒数が 75 人以上の中学校 中学校

の場合 Ｃ 生徒数が 75 人未満の中学校 

Ａ 
生徒数が 100 人以上の高等学校・

上級高等学校 

生徒数＊

１） 高等学

校・上級

高等学

校の場

合 
Ｃ 

生徒数が 100 人未満の高等学校・

上級高等学校 

Ａ 教員が２名以上の学校 

③ 

一定数

以上の

生徒数

及び教

員数  

教員数＊２） 
Ｃ 教員が２名未満の学校 

(1)List of Government Primary, Middle, High 
and Higher Secondary Schools in District 
Battagram provided by Government of NWFP 
School & Literacy Department.               
(2)Education Statistics of School & Literacy 
Department of Battagram Ditrict in 2006 
School year 

Ａ 
用地は平坦で建替えに必要な広

さがある。 

Ｂ 
用地は狭いが教室数を減少して

建替えることができる。 ④ 
建替え用地の現状 
（面積・形状・傾斜） 

Ｃ 
用地は面積が不足していたり、ま

た、用地境界が急斜面のため、建

替えに必要な広さがない。 

(1)本調査団によるサイト踏査の結果 

Ａ ２教室以上 
⑤ 地震前の教室数 

Ｃ ２教室未満 

(1)List of  Proposed Schools attatched to 
"Reconstruction of damaged school buildings 
in district Battagram, 19 Jan., 2006, 
Government of NWFP School & Literacy 
Department". 

Ａ 
他ドナーに建替えの要請は出し

ていない、または、建替え計画を

受け入れていない。 
⑥ 建替え計画要請の重複 

Ｃ 
他ドナーに建替えの要請を出し

ている、または、建替え計画を受

け入れている。 

(1)Information from the Executive District 
Officer of School & Literacy Department of 
Battagram District 

Ａ 無い 
⑦ 

地震による損傷が無くて、且つ

他校の生徒を受け入れる教室

のゆとりのある近隣校 Ｃ 有る 

(1)本調査団によるサイト踏査の結果 

Ａ 国または州政府の所有である。 
⑧ 土地所有権 

Ｃ 民有地である。 
(1)Information from School & Literacy 
Department of Battagram District 

注） 
*1）要請学校１校当たりの生徒数は 75 人。生徒数が 75 人以上の要請学校は、小学校の 35％、中学校の 27%、高

等学校・上級高等学校の 68%に相当する。75 人以上の児童数では小学校の選定割合が少ないため、小学校の優先

順位を上げ、50 人以上の児童がいる小学校を選定することにした（約 60%相当の学校が選定される）。中等学校・

上級高等学校は優先順位を下げ、100 人以上の生徒がいる学校を選定することにした。 
*2）地震前の教室数を 2 教室以上とした。つまり建て替え教室は 2 教室以上のため、2 名以上の教員がいる学校を

選定した。 
 

2) 協力対象校の選定結果 

調査期間の関係から全ての学校を踏査することはできないため、既往の調査資料や現地情報を

極力活用した。学校選定基準の判定が 1 つでも C がある場合は対象外とした。 
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本プロジェクトの対象校数は、小学校 106 校、中学校 3 校、中等学校 7 校、上級高等学校 1 校

及びカレッジ 1 校の、合計 118 校となった。被災の激しかったバタグラム郡ではバタグラム町よ

り東部のバタモリ及びシャムライ、アライ郡ではバナ町より東部にかけて位置する地域で多くの

学校が選定された。 

表 3.4：対象施設の内訳（教育セクター） 
対象学校数 

郡（Tehasil） No. 分類 要請学校

数 
Allai Battagram 

小計 

(a) 男子小学校 
（GPS：Government Primary School） 

252 32 31 63 

(b) 女子小学校 
（GGPS：Government Girls Primary School） 

111 10 33 43 
(1) 小学校 

小計 363 42 64 106 
(a) 男子中学校 
（GMS ：Government Middle School） 

17 1 1 2 

(b) 女子中学校 
（GGMS ：Government Girls Middle School） 

8 0 1 1 
(2) 中学校 

小計 25 1 2 3 
(a) 男子高等学校 
（GHS ：Government High School） 

22 2 5 7 

(b) 男子上級高等学校 
（GHSS ：Government Higher Secondary School） 

1 0 1 1 

(3) 高等学校及

び上級高等

学校 
小計 23 2 6 8 

(4) バタグラム男子カレッジ 
（Battagram Boys Degree College） 

1 0 1 1 

合計 412 45 73 118 
 

対象外となった学校は、教員が 2 人未満または生徒数が設定された人数基準を下回っているこ

とが、主な理由である。学校施設の損傷が軽微であること、または敷地へのアクセスの困難であ

ることなどが、それらに続く。 

表 3.5：選定から外れた学校とその理由 
学校 
種別 

(1)地震に

よる学校

施設損傷

が軽微 

(2)敷地へ

のアクセ

スが困難 

(3)一定数

以上の生

徒数及び

教員数不

足 

(4)建替用

地が狭小

で急傾斜 

(5)地震前

の教室数

が 1 教室

以下 

(6)建替計

画要請の

重複があ

る 

(7)地震によ

る損傷が無

くて、他校の

生徒を受け

入れる教室

のゆとりの

ある近隣校

がある 

(8)土地が

民有地 
対象

外の

学校

数 

GPS 43 74 116 4 29 0 1 0 189 
GGPS 30 12 43 1 3 0 0 0 68 
GMS 5 2 12 0 0 0 0 0 15 
GGMS 5 0 7 0 0 0 0 0 7 
GHS 5 0 8 0 0 0 0 0 15 
GHSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合計 88 88 186 5 32 0 1 0 294 
出典：JICA 調査団 
注：対象外となった選定項目の該当数は重複するものもある。 
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(4) 対象施設の選定（道路・橋梁） 

1) 橋梁 

現地踏査の結果を踏まえ、要請された橋梁 7 ヶ所についての復旧の妥当性を検討した。全橋梁

について、復旧の必要性は確認されたが、本プロジェクトの教育施設及び保健医療施設へのアク

セスを改善する橋梁 3 ヶ所（橋梁 No. 3 及び No. 6、No. 7）を対象施設とする。 

表 3.6：要請された橋梁の妥当性 
橋梁 妥当性の検討結果 

パシュトゥ橋 
（橋梁 No.1） 

• 上部工（床版）の破損が顕著で既に危険な状況であり、橋台についても地震

によりさらに不安定となっていることから、早期の対策が必須である。この

ことから、2 車線幅員の新橋に架け替えることは妥当である。 
• ただし、本プロジェクトの教育施設及び医療施設へのアクセスの改善に寄与

しないため、対象施設から除外する。 
ロープカナイニュラ歩道橋 
（橋梁 No.2） 

• 老朽化していた本橋は地震により上部工（吊橋部）がほぼ完全に損壊し、集

落との連絡に支障をきたしていることから、緊急に新橋（吊橋）へ架け替え

ることが妥当である。 
• ただし、本プロジェクトの教育施設及び医療施設へのアクセスの改善に寄与

しないため、対象施設から除外する。 
バンナ橋 
（橋梁 No.3） 

• バタグラム県アライ郡の主要道路上にあり、市街地に近いことで交通量も比

較的多いにもかかわらず現橋は 1 車線相当の幅員である。洪水時における桁

下クリアランスがとれていないために、漂流物等の打撃による橋桁の損傷が

ある。地震による橋台への影響が見られ、早期の修復が必要である。これら

のことから、洪水時において充分なクリアランスが確保され、かつ 2 車線幅

員の新橋に架け替えることは妥当である。 
ビシャム橋 
（橋梁 No.4） 

• 現橋は地震で崩壊した。現在通水部に暫定盛土することで通行可能となって

いるが、雨期には当該暫定盛土がもたず、再度通行不能となることが懸念さ

れる。よって、2 車線幅員の新橋に架け替えることは妥当である。 
• ただし、本プロジェクトの教育施設及び医療施設へのアクセスの改善に寄与

しないため、対象施設から除外する。 
シャムライ橋 
（橋梁 No.5） 

• 老朽化していた現橋は地震でさらに損傷が進んだこと、通行車両は浅瀬部分

で渡河していること、雨期の洪水時には通行不可となることが予想されるこ

とから、2 車線幅員の新橋に架け替えることが妥当である。 
• ただし、本プロジェクトの教育施設及び医療施設へのアクセスの改善に寄与

しないため、対象施設から除外する。 
バタグラムカレッジ橋 
（橋梁 No.6） 

• 地震による進行性の損傷がみられることから、早急に現状どおりの 1 車線幅

員の新橋に架け替えることが妥当である。 
バンナ橋 
（橋梁 No.7） 

• 地震前に基礎工事が開始され橋脚部分が完成していた。地震により大きな被

害を被り、工事中止となり再開の目処はたっていない。同橋梁より 300m ほど

上流に旧架橋地点がある。旧架橋地点の川幅は狭く、橋梁設置場所として適

している。旧架橋地点での橋梁建設が妥当である。 
 

2) 道路 

要請された道路はいずれも山岳区間を含む道路で、地滑り及び法面崩壊の危険のある区間が多

くみられる。従来から降雨による道路災害（法面崩壊等）が頻発しており、地震によりそれらの

災害が助長されている。主要アクセス道路である 7 つの県道でさえ 2 車線に満たず、区間によっ

ては 1 車線相当ないし、それ以下となっている。 

要請道路を復旧させるためには、充分な法面対策工を施したうえで常時通行可能な道路への改

良を実施する必要がある。そのためには、膨大な費用と時間がかかることが予想される。当面の

地震災害への緊急復旧・修復を目的とする本プロジェクトでこれらの道路を含めることに妥当性

は見出せない。 
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(5) 対象施設の選定に関わる合意 

上述の選定作業にもとに、本プロジェクトの対象施設について「パ」国側と合意された。同合

意を受けて、震災復興庁（ERRA）は対象施設を了承した旨を記載した書状を発行した（添付資料

を参照）。 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

本プロジェクトの基本方針を以下に示す。 

• 被災施設の再建は全て建て替えとし、補修は行わない。 

• 被災施設の再建レベルは、地震前の施設規模への復帰レベルとする。将来の需要を見

込んだ施設規模としない。 

• 被災施設の建て替えサイトは、地震時の敷地とし、代替用地は認めない。 

(2) 自然条件に対する方針 

バタグラム県の気候は、日較差及び年較差が大きい。このため、夏の強い陽射し除けと冬の寒

さへの対策として、開口部面積をできるだけ小さくする。屋根からの熱射を防ぐために天井を張

る。7 月から 9 月は雨期となるため、この時期には土工事や基礎工事を避けた工程計画となるよ

う配慮する。多くの建物に耐震性に配慮した構造設計が行われてこなかったことが、今回の被災

を大きなものとした一因であるため、日本の耐震基準に準拠した耐震設計を行う。 

(3) 社会条件に対する方針 

 バタグラム県の学校は用務員を雇い、盗難防止や清掃を行っている。盗難防止に対して、校長

室の開口部に鉄格子を設置する。 

(4) 建設事業／調達事業に対する方針 

 建設資材はパキスタン製品または市場にある輸入在庫品を基本とする。敷地は山岳地帯にあり、

車輌で直接搬出入できないため、人力またはロバに依存せざるを得ない。 

(5) 現地業者の活用に対する方針 

バタグラム県の公共事業の工事は、一般に県内の登録業者の中から競争入札で選ばれた業者に

よって実施されている。しかし、本プロジェクトは工事規模及び施工精度の点から県登録業者だ

けによる実施は困難である。このため、イスラマバードやペシャワール等大都市の大手建設業者

を含む業者に対して事前資格審査を行う競争入札とする。 

(6) 実施機関の運営・維持管理能力に対する方針 

 本プロジェクトの建て替え施設には耐久性、対候性に優れた材料を採用し、維持管理が容易な

施設設計を行う。 
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(7) 施設及び機材のグレードの設定に関する方針 

修理などの維持管理の負担を極力軽減するため、破損しやすい材料などは使用せずに、維持管

理が容易で堅牢となるよう簡素な仕上げや部材を使用する。 

(8) 工法及び調達方法、工期に関する方針 

 現地施工業者にとって馴染みのある工法を採用する。耐震性については特に鉄筋の定着に関す

る品質管理を行う。工期に影響を与える雨季でも問題のない工種となる工程計画を作成する。 

(9) 機材計画に関する方針 

機材計画の方針については、セクター別に後述する。 

(10) 保健医療セクターに関する方針 

医療施設の復興計画の基本的な方針は、地震復興庁（ERRA）が発行した「Build back better, Health 
Sector」に示されている。各建物の設計方針はこの基本方針に沿って作成した。 

1) 県立病院の設計方針 

2001 年に定められた医療施設のタイプ分けに従い、県立病院（DHQ）については現在及び将来

の誘致圏の人口に基づき、タイプ C の病院を再建することとした。 

表 3.7：病院カテゴリー別の施設基準 
カテゴリー 病床数 専門部科数 

A 350 ベッド 16（外科・内科は 2 ユニット） 
B 210 ベット 16*2 
C 110 ベット 10*1 
D 40 ベット 内科、外科、小児科、産婦人科 
*1：外科、内科、産婦人科、小児科、眼科、放射線科、臨床検査科、歯科、ENT,整形外科 
*2：*1 に麻酔科、心臓内科、心臓外科、物理療法科、形成外科、再建外科を追加する。 

 

同施設の再建にあたり、ERRA の打ち出した DHQ の機能を記した基本方針により、200 床の病

棟を持つ Type B の病院に格上げすることが計画されている。日本国側が負担する新築建物は地震

前の建物を復旧することを主旨としつつ、将来「パ」国側が行う Type B への格上げに配慮した増

築可能な案とした。 

バタグラム県の第 2 次医療施設である中央病院として拡充化の途上にあるため、高機能化や専

門病院化されるであろう事を考慮し、医療技術の変化による施設の増改築に対応しやすい案とし

た。病院全体として、日本の病院と施設内容が異なる部分はあるが、現地の医療体制に合わせた

実務的かつ実用的な計画とした。施設の設備仕様は将来の増設部分を考慮し決定する。 

2) バンナ地域保健センターの設計方針 

「パ」国の標準図をベースに ERRA の定めた各施設の医療サービスを満たす施設を再建する。

現在、バンナ地域保健センター（RHC）はアライ郡の中核となる病院であり、ERRA の基本方針

により RHC から DHQ へ格上げされることが計画されている。今後、施設面及び組織面で拡充さ

れることとなる。今回、日本国側が新築する施設は既存の 20 床病棟を持つ RHC とし、40 床病棟

へ増築される部分は「パ」国側が行う。 

3) タコット市民病院の設計方針 

市民病院（CH）の既存の病棟部分は地震前も利用されておらず、地震による損傷も軽微である
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ため、復旧部分は大きく損傷を受けた外来診療部分のみとした。基礎保健ユニットの基本プラン

に薬剤部門を併設したプランを再建する。 

4) 基礎保健ユニットの設計方針 

「パ」国側の標準図をベースに ERRA の定めた医療サービスを満たす施設を再建する。基礎保

健ユニット（BHU）として、待合室及び診察室、保健婦室、予防接種室、収納庫、処置室を有す

る基本的な 小単位を設定した。敷地の大きさに応じて、ERRA の将来計画の機能として盛り込

まれている薬剤室及び家族計画室などを加えた案とした。この場合、「パ」国側の人材が確保され

ていることを拡充の前提条件とした。 

5) 機材計画に関する方針 

医療機材選定の基本方針を以下に列記する。 

• 原則として震災で使用不能となった機材で、現有の医療従事者の配置数で操作可能な

機材とする。（但し、被災前に建築工事が着工していた集中治療室、耳鼻咽喉科及び整

形外科については、医療従事者の雇用費用が州政府から許可されていたことから、本

プロジェクトの対象とする。） 

• 機材のレベルは外科医でも取り扱いが出来る整形外科手術関連器具、一般医でも使用

できる程度の耳鼻咽喉科診断治療器具、内科医でも使用可能な呼吸器、ICU 関連器具

とする。 

• BHU については電源事情が劣悪であることから、給電を必要とする医療機材は対象と

しない。 

• 電圧変動による機器への障害を回避するため、電子医療機器には自動電圧安定装置を

配備する。 

(11) 教育セクター 

1) バタグラム・カレッジ及び上級高等学校に関する方針 

 バタグラム・カレッジ及び上級高等学校の設計方針として、上述の方針に加えて、本プロジェ

クトの予算制約の中で規模を決定すること、モスク等の宗教施設は本プロジェクトの対象外とす

ることを定めた。 

2) 機材計画に関わる方針 

本プロジェクトで整備する機材は、教室及び校長室に備える家具である。 

生徒用机椅子は、小学校では床に座って授業を受けることに慣れているため、中学校以上の教

室に整備することを基本とする。ベンチタイプの生徒用机椅子もあるが、グループ授業など様々

な授業形態に使いやすい 1 人掛机を計画する。教員用の机及び椅子は全ての対象校に整備する。

スチールロッカーは鍵付きとし、各教室と校長室に整備する。 

(12) 道路・橋梁セクター 

1) 橋梁幅員・車線数の決定 

同国 National Highway Authority 及び州政府での幾何構造基準をベースに、北西辺境州政府・バ

タグラム県公共事業局と協議のうえ決定する方針とした。 
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2) 架橋位置の決定 

対象 3 橋の架橋位置については、現状復旧の観点から現位置とする。 

3) 橋長の検討 

現位置に架橋する方針とするが、さらに計画高水位を考慮したクリアランスを確保すべく橋長

を決定する。 

3-2-2 基本計画（施設計画／機材計画） 

(1) 保健医療セクター 

1) 県立病院の施設計画 

県立病院の再建計画の内容を表 3.8 に示す。 

表 3.8：県立病院の施設計画（1/2） 

既存建物 再建建物 
①診療施設：7 棟 全て再建（現在新築中の集中治療室（Intensive Care Unit: ICU）についても、全体計画の中

で再建する） 
②住居棟 南側敷地に新築中の医師用住居及びスタッフ住居の使用の可否を判断の上、必要数量を再

建。 
 

表 3.8：県立病院の施設計画（2/2） 
項目 計画内容 

配置計画 • 病院の全体の敷地はカラコルム街道に二分された南側敷地と北側敷地である。地震前の病院の主

要な医療施設は南側敷地にあり、北側敷地には病院従業員の居住施設があったが、大部分は空地

であった。地震により病院施設が崩壊した後、病院の医療活動は北側敷地に仮設の医療施設を設

け継続している。この医療行為継続のため、南側敷地に主要な医療施設を配置するよう計画する。 
• 将来の病院成長に伴う増改築を考慮すると南側敷地は十分な敷地面積を有していないため、分離

可能な母子保健センター、結核コントロール事務所などの施設は、北側敷地に配置する。ただし、

継続している仮設医療活動を阻害しない位置に計画する。 
• 地震前の施設は、度重なる増改築により機能的に連携しておらず、施設内動線は輻輳し、駐車場

スペースも確保されていなかった。また、多くの医療従事者の住居が、敷地の多くの部分を占め

ており、機能的な配置を妨げていた。 
• 第 2 次医療施設として将来、100 床病棟から 200 床病棟に施設を拡充する計画がある。医療機器の

改良が著しい臨床検査機器を多く使用する臨床検査科及び外来部門が成長することが考えられ

る。 
• このような将来の変化に対応しやすい施設配置計画としては、各部門を分離配置し、その周囲に

増築余地を設け、その各施設を廊下で繋ぐサテライト型あるいは櫛型配置が考えられる。サテラ

イト型は敷地全体が平坦で且つ大きい場合、あるいは病棟が主体である施設の場合、適切な配置

と考えられる。しかし、敷地全体が大きく傾斜し、且つ敷地に余裕がないため、櫛型配置計画が

適切と判断した。 
平面計画 • 外部より訪問者、外来患者及び外来車のアクセスがし易いカラコルム街道に面した部分に外来診

療棟、救急外来、管理サービス部門を配置する。その南側に検査部門、騒音発生源から離れるよ

うに街道より遠い部分に入院病棟を配置する。Type B への拡充のための 100 床病棟の増築スペー

スを再建病棟の南側に設けた。 
• 治療部門は検査・治療技術の進歩と多岐化が進むのに比例して所要室の種類及び数ともに増加し、

各室の建築的仕様にも特殊な対応が求められる。Type B への拡充により、特に画像診断部門では

施設の増改築が予測される。その変化に対応しやすい平面計画とした。 
• 外来診療部門及び入院病棟は宗教の教義に則し、男女分離に配慮した平面計画とした。 
• 現在の施設内には入院患者への給食設備は設けられておらず、患者への給食は付き添い人によっ

てなされている。この付き添い人向けの調理場を設置した。 
断面計画 • 各室の天井高さは一般居室で 2,800 ㎜を基準とする。手術室及び居画像診断室では 3,000 ㎜を天井

高さとする。階高は 4,000 ㎜とする。 
• 屋根は鉄骨トラスの上に亜鉛引き波型鉄板葺きとするが、夏の気温は 50℃近くなることもあり、
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項目 計画内容 
室内温度を下げ、快適な空間を作るために、天井面にコンクリートスラブを設ける。屋根面との

間に空間を作り、換気により温度を下げる。 
動線計画 • 南側敷地は南北に 25m の高低差があり、車椅子の自力走行勾配の 1/12 を超えている。周辺の道路

あるいは隣接の学校敷地などの状況から平らに造成することは出来ない。 
• 動線計画は身障者の移動に対して配慮する。また、ストレッチャーによる患者搬送や機器移動な

どの病院機能、車両と歩行者の分離などに配慮する。さらに、エレベーターと跨道橋を配置する。 
• エレベーターは脳波計など臨床検査機器に影響を及ぼすため、臨床検査室との配置に考慮した。 

構造計画 • 施設の構造は鉄筋コンクリート構造を採用し、病院の変化に対応しやすいラーメン構造とする。

構造耐力に配慮した構造壁を適切に配置する。 
• 地震に対応した構造基準が確立されていないため、構造計算及び構造仕様は日本の建築工事標準

仕様書・同解説 JASS（5）鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説の基準

を使用する。 
• 帳壁は煉瓦積とするが、煉瓦壁の中に鉄筋を配し、周囲の柱及び梁に定着することにより、地震

時に煉瓦壁が崩壊することがないように壁自体の構造耐力を増強する。 
設備計画 • 施設の構造部分と比べて電気、給排水などの設備部分は老朽化が早い。施設改修あるいは医療機

器の改良による給水量の増加や電気需要の増加により、設備拡充の要求が起き易い。施設の一部

の改修・増築を行うことは可能であるが、病院の 24 時間稼動という状況から電気及び給排水など

の設備機能を停止することは非常に困難となる。 
• 今回の設備計画の電気及び給水設備は、増築部分を考慮した設備計画とする。 
• 「電気設備」 
• 自家発電は不可欠である。特にバタグラム市の停電が多く電圧変動が激しい電気事情を考慮する

と、発電機による長時間のバックアップを計画する必要がある。 
• 高圧受電し、電気室にて低圧に変電する。全体の受電容量は現在の医療機器の使用状況では高く

ないが、将来の拡充を考慮し 50W/㎡程度で設計を行う。 
• 手術室及び ICU 用には、非常電源用に小型発電機を専用で設置する。また、手術室で使用する無

影灯などの電気機器には無停電電源設備を備えた機器とする。 
• エレベーター、非常灯、臨床検査室コンセントなどには医療用とは別の発電機を設置する。 
• コンセントの形は B 型とし、医療機器の差込を同型とする。医療用に使用するコンセントは、医

療用設置基準に準じた医療用接地型コンセントを使用する。 
• 現在の施設の照明の状況から、各部分の照度は次のように設定する。階段：100 lx、廊下・待合室・

面会室：200 lx、診察室・会議室・事務室：400 lx、手術室：1000 lx 
• ナースコールを設置する。 
• 「空調設備」 
• 空調設備は手術室、ICU、一部病棟、霊安室など部分空調システムで行う。 
• 「給水設備」 
• 敷地の山側の高い部分に、7ｍの高地あるいは架台に露出型のファイバーグラスの受水槽を設置す

る。受水槽からは重力給水する。 
• 医療施設及びスタッフ住居の水使用部位にはシンク、便器など必要サニタリーを設置する。 
• 現在の水使用量は少ないが、将来の病院拡充案に基づき 1000L/日/床の給水が可能な範囲で計画す

る。 
• 「雑排水処理設備」 
• 雑排水は貯留槽を敷地内に設置する。 
• 屋外配管の集合枡はコンクリート製とする。 
• 「汚水処理設備」 
• 屋内及び屋外の汚水管を設置する。 
• 南側敷地で一番低い部分の東側のクリークに近い部分に汚水処理設備を設ける。 
• 北側敷地には別個に汚水処理施設を設ける。 
• 屋外に汚水処理槽を設置し、そこまでの屋外配管、合流枡を設置する。将来の病院拡充案を考慮

し、施設利用者数を外来患者数 20,000 人/月、医療従事者 150 人/日、入院者及び付き添い人 300
人/日を想定し、汚水処理槽の容量を決める。 

• 「医療廃棄物廃棄施設」 
• 将来の拡充を考慮し、WHO で規定している 300 床病院用の医療廃棄物焼却設備を設置する。 
• 「医療ガス」 
• 小型の酸素ガス発生装置（発生量 3.30N ㎥/h、吐出圧力 0.3MPa）を設置する。 
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2) バンナ地域保健センターの施設計画 

バンナ地域保健センターの再建計画の内容を表 3.9 に示す。 

表 3.9：バンナ地域保険センターの施設計画（1/2） 

既存建物 再建建物 
①診療施設：5 棟 全て再建 
②住居：8 棟 全て再建 

 

表 3.9：バンナ地域保険センターの施設計画（2/2） 
項目 計画内容 

配置計画 • 敷地は前面道路から敷地奥の河岸までゆるい勾配で上がっている。車椅子の自力走行勾配（1/12）
よりゆるいため、特に勾配差については考慮しない。前面道路に近い部分に母子保健センターし、

敷地後部に居住施設を配置する。敷地の入り口に近い部分にモスクを配置する。 
• 母子保健センター、外来診療棟に検査部分を含めた医療施設、画像診断部、病棟の 4 つにブロッ

ク分けし、将来の医療施設としての拡充に対応できる櫛型配置を採用する。敷地の中で大きい部

分を占めている住居部分の面積を出来るだけ押さえ、将来の拡充が可能な配置とする。 
平面計画 • 外来診療棟、臨床検査部門、病棟について、将来の拡充計画が可能となるようブロックごとに平

面的に配置し、廊下で繋ぐ。 
• 入院患者への給食設備は設けない。付き添いの人が調理できる調理場を設置する。 
• 敷地前面の道路レベルより車椅子用のランプを設ける。車椅子の自力走行が可能なレベルに、外

来診療棟のレベルを設置する。他のブロックとは車椅子の走行可能な勾配の廊下で結ぶ。 
断面計画 • 各室の天井高さは一般居室で 2,800 ㎜を基準とする。手術室、画像診断室では 3,000 ㎜を天井高さ

とする。 
構造計画 • ラーメン構造とする。耐力壁は鉄筋コンクリート造とし、一般の間仕切壁はレンガ壁とする。構

造基準は日本の構造基準を使用する。屋根は鉄骨トラスの上に亜鉛引き波型鉄板葺きとするが、

夏の気温は 50℃近くなることもあり、室内温度を下げるため、天井面にコンクリートスラブを設

ける。屋根面との間に空間を作り、換気により温度を下げる。 
設備計画 • 「電気設備」 

• 低圧受電し、電気室は設置しない。 
• 将来の拡充計画に合わせ、非常電源装置を設置可能な設計とする。 
• 手術室で使用する無影灯などの電気機器には無停電電源設備を備えた機器とする。 
• コンセントの形は B 型とし、電気を使用する医療機器の差込を同型とする。医療用に使用するコ

ンセントは、医療用設置基準に準じた医療用接地型コンセントを使用する。 
• 現在の施設の照明の状況から、各部分の照度は次のように設定する。廊下・待合室・面会室：200 

lx、診察室・事務室：400 lx、手術室：1000 lx 
• ナースコールを設置する。 
• 「空調設備」 
• 空調設備は手術室、ICU、一部病棟、霊安室など部分空調システムを採用する。 
• 「給水設備」 
• 市水に直結とする。 
• 医療施設及びスタッフ住居の水使用部位にはシンク、便器など必要なサニタリーを設置する。 
• 「雑排水処理設備」 
• 雑排水は貯留槽を敷地内に設置する。 
• 屋外配管の集合枡はコンクリート製とする。 
• 「汚水処理設備」 
• 屋内及び屋外の汚水管を設置する。 
• 前面道路に近い部分に汚水処理設備を設ける。 
• 将来の病院拡充案を考慮し、施設利用者数を外来患者数 5,000 人/月、医療従事者 30 人/日、入院

者及び付き添い人 100 人/日を想定し、汚水処理槽の容量を決める。 
• 「医療廃棄物廃棄施設」 
• 将来の拡充を考慮し、WHO で規定している 300 床病院用の医療廃棄物焼却設備を設置する。 
• 「医療ガス」 
• 小型の酸素ガス発生装置（発生量 3.30N ㎥/h、吐出圧力 0.3MPa）を設置する。 
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3) タコット市民病院の施設計画 

タコット市民病院の再建計画の内容を表 3.10 に示す。 

表 3.10：タコット市民病院の施設計画（1/2） 

既存建物 再建建物 
①外来診療棟 再建 
②歯科診療棟 被災前より担当医師あるいは医療技師が配置されておらず、活動をしていないた

め、再建せず 
③レントゲン室/試験室 既存のまま 
④病棟 既存のまま 
⑤住居棟 再建 
 

表 3.10：タコット市民病院の施設計画（2/2） 
項目 計画内容 

配置計画 • 既存の外来診療棟と同じ位置に、外来診療棟を再建する。 
• 歯科診療棟は被災した建物を放置することは危険であるため解体撤去するが、再建は行わない。 
• 住居施設は既設の施設と同じ位置に再建する。 

平面計画 • 診療施設は基礎保健ユニットの平面計画に薬剤部門を併設した平面計画を使用する。 
断面計画 • 各室の天井高さは一般居室で 2,800 ㎜を基準とする。 
構造計画 • 屋根は木造トラスの上に亜鉛引き波型鉄板葺きとするが、夏の気温は 50℃近くなることもあり、

室内温度を下げるため、天井面にコンクリートスラブを設ける。屋根面との間に空間を作り、換

気により温度を下げる。 
• 構造は鉄筋コンクリート造のラーメン構造とする。構造基準は日本の構造基準を使用する。帳壁

はレンガ積みとする。 
設備計画 「給水設備」 

• 屋外に露出型のファイバーグラス1㎥の受水槽を設置する（受水槽までの給水は先方工事とする）。 
• 受水槽にポンプを設置し、外来診療棟の屋根に高架水槽を置く。高架水槽から重力給水とし、外

来診療棟及びスタッフ住居に給水する。 
• 外来診療棟及びスタッフ住居の水使用部位にはシンク、便器など必要なサニタリーを設置する。 
• 屋外の受水槽には水栓を 1 ヶ所設け、受電がない場合にも水が使用できるようにする。 
「雑排水処理設備」 
• 雑排水は浸透槽を敷地内に設置する。 
• 浸透槽は上部のみコンクリート製とし、蓋を設ける。 
• 屋外配管の集合枡はコンクリート製とする。 
「汚水処理設備」 
• 屋内及び屋外の汚水配管を設置する。 
• 屋外に汚水処理槽を設置し、そこまでの屋外配管、合流枡を設置する。 
• 合流枡はコンクリート製とする。汚水処理槽より先は雑排水浸透槽に接続する。 
「医療廃棄物廃棄施設」 
• 地中に 1mｘ1m 深さ 1.2m の箱を煉瓦で作り、医療廃棄物の投棄をする。壁高さは地上 1m とする。 

 

4) 基礎保健ユニットの施設計画 

基礎保健ユニットの再建計画の内容を表 3.11 に示す。 
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表 3.11：基礎保健ユニットの施設計画（1/2） 
既存建物 ピアリ BHU その他 12 ヶ所の BHU 

①外来診療棟 再建。 再建。 
②病棟 被災前より医師の配置ないため再

建せず。 
－ 

③医師住居 被災前より医師の配置ないため再

建せず。 
被災前より医師の配置ないため再

建せず。 
④スタッフ住居 再建。 再建。 
⑤守衛住居 再建。 再建。 
注：その他 12 ヶ所の BHU はジャンバイラ、シュングリパイー、バティアン、ジョーズ、カソーラ、ハラリ、ハ

イラバット、サイドラ・ブランド・コット、フータルバトクール、タイルース、チャルバーグ、バタモーリ。 
 

表 3.11：基礎保健ユニットの施設計画（2/2） 
項目 計画内容 

配置計画 • 基礎保健ユニット 13 ヶ所の敷地は、その殆どが狭隘な敷地で外来診療棟、住居棟などを配置しな

おすだけの余地は非常に少ない。原則的に従来の建物配置に再建する。 
平面計画 • 施設は主に男性患者の診察を行う外来診察室、主に妊産婦検診及び小児検診を行う保健婦室、予

防接種及びその機材保管に充てられる予防接種室の 3 室が診療施設である、これに男女待合室（明

確に分離せず簡単な仕切りで区分。） 及び便所が付属する。敷地の大きさにより上記の基本 小

単位のプランに薬剤室及び家族計画室などを加えた案とする。 
設備計画 「電気設備」 

• コンセントの形は B 型とし、電気を使用する医療機器の差込を同型とする。 
• 配線は建物外壁まで配線し、外部に設けるプラスチック製のジャンクションボックスに接続する。 
「給水設備」 
• 屋外に露出型のファイバーグラス 1 ㎥の受水槽を設置する（受水槽までは先方工事とする）。 
• 受水槽にポンプを設置し、外来診療棟の屋根に高架水槽を置く。高架水槽からは重力給水とし外

来診療棟及びスタッフ住居に給水する。 
• 外来診療棟及びスタッフ住居の水使用部位にはシンク、便器など必要サニタリーを設置する。 
• 屋外の受水槽には水栓を 1 ヶ所設け、受電がない場合も水が使用できるようにする 
「雑排水処理設備」 
• 雑排水は浸透槽を敷地内に設置し、屋内及び屋外排水管を設置する。 
• 浸透槽は上部のみコンクリート製の蓋を設ける。 
• 屋外配管の集合枡はコンクリート製とする。 
「汚水処理設備」 
• 屋内及び屋外に汚水管を設置する。 
• 屋外に汚水処理槽を設置し、屋外配管及び合流枡を設置する。 
• 合流枡はコンクリート製とする。汚水処理槽より先は雑排水浸透槽に接続する。 
「医療廃棄物廃棄施設」 
• 地中に 1mｘ1m 深さ 1.2ｍの箱を煉瓦で作り、医療廃棄物の投棄をする。 
• 壁高さは地上 1m とする。 

断面計画 • 屋根は木造トラスの上に亜鉛引き波型鉄板葺きとするが、夏の気温は 50℃近くなることもあり、

室内温度を下げるため、天井面にコンクリートスラブを設ける。屋根面との間に空間を作り、換

気により温度を下げる。 
構造計画 • 構造は鉄筋コンクリート造のラーメン構造とする。構造基準は日本の構造基準を使用する。帳壁

はレンガ積みとする。 
 

5) 居住施設の施設計画 

医療施設の再建とともに、医療従事者用の居住施設を再建する。職位別に住居施設の内容を表

3.12 に示す。設備及び構造は基礎保健ユニットに順ずる。 
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表 3.12：バタグラム県における保健従事者の職位と居住施設の内容 
職位 住居 
クラス 

職種 
タイプ 

住居施設の内容 

Special Doctor （専門医） 1 
 Medical Officer（医師） 

Type1 ラウンジ、3 寝室、台所、便所、シャワー

室 
Medical Technician（医療技師） 
Dispenser（薬剤師） 
LHV（Lady Health Visitor）（女性保健訪問員） 
X-ray Technician （放射線技師） 
EPI Technician（予防接種担当者） 

3 

Laboratory Technician（臨床検査技師） 

Type2 2 寝室、台所、便所、シャワー室 

Laboratory Assistance（臨床検査技師補佐） 
Dai（TBA）（伝統的産婆） 
Chaukidar（守衛） 

4 

Sweeper（清掃員） 

Type3 1 寝室、台所、便所、シャワー室 

 

6) 機材計画 

主要な機材の仕様は表 3.13 のとおりである。 

表 3.13：主な仕様または構成 
機材名 主な仕様または構成 

麻酔器 気化器：ハロセン、イルレン、 
 麻酔用人工呼吸器付き 
高圧蒸気減菌装置 容量：400L 以上、 
 滅菌温度：120 度以上、 
 付属品：記録計、カート 
手術灯（天井型） 天井取り付型 
 主灯：8 灯以上 照度 135000 以上 
 副灯：5 灯以上 照度 100000 以上 
X 線撮影装置 管球：１管球式, 
 定格：150ＫＶ．500mA 以上 
 ブッキーテーブル、立位ブッキー 
血液計算装置、自動 測定項目数：18 
 処理ﾍ：50 検体/時間以上, 
 検体量：全血 50uL 以下 
成人用人工呼吸器 方式：従圧式,または従量式, 
 １回換気量：200－2，000ｍ以上 
小児用人工呼吸器 方式：従圧式,または従量式, 
 １回換気量：10－990ｍ以上 
ヤグ・レーザー 焦点サイズ： 10um 以下 
 エイミングビーム：ダイオードレーザー 
 電動スタンド付 

 

県立病院に配備される予定の主要な機材は表 3.14 のとおりである。 
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表 3.14：県立病院の部門別の主要機材 
 

 

(2) 教育セクター 

1) 配置計画 

敷地が狭い小学校が多く、特に 2 教室の学校は傾斜地の小さな平坦用地を利用して、境界線の

限度いっぱいに教室を建てていることが多い。このような学校を建て替える場合、崩壊した境界

斜面の擁壁を強固にして多少なりとも余地を拡げても、教室の建て替え位置は以前の場所に限定

される。従って、本プロジェクトでは解体撤去した既存施設と同一の位置に施設を配置する。 

2) 建築計画 

① 計画教室数及び便所の規模算定 

対象校の既存 大教室数は小学校で 6 教室、中学校で 3 教室、中等学校で 10 教室及び上級高等

学校で 13 教室である。計画教室数は、既存教室数を確保する計画とするが、用地が狭小な場合、

または教員が不足している場合は教室数を削減する。小学校から上級高等学校まで、いずれの学

校に対しても 2～5 教室で構成される教室棟の組み合わせによって行う。便所は教室数に応じたブ

ース（便房）の数に基づき計画する。用地が狭小であることに配慮して、2 教室で 1 ブース、3～
4 教室で 2 ブース、5～8 教室で 3 ブース、そして 9 教室以上は 4 ブースとして計画する。 

対象校毎のサイト状況を補足資料 5 に示す。 

No. 部門名 主要機材
1 外科 酸素飽和度計、吸引器、別途

内科　 外来 診断セット

内科　 病棟
酸素飽和度計、心電図モニター、心
電図、輸液ポンプ

産婦人科　 病棟 酸素飽和度計、輸液ポンプ、ﾍﾞｯﾄ
産婦人科 外来 胎児心音計、家族計画教育セット

4 小児科　 病棟 酸素飽和度計、光線治療器
眼科　 手術室 手術灯、手術台、ﾔｸﾞﾚｰｻﾞｰ装置
眼科　 外来 角膜曲率計
眼科　 病棟 ﾍﾞｯﾄ

6 救急科 小手術セット、除細動器、心電図
7 薬局 薬品保管庫、冷蔵庫

手術室関連 No.1 除細動器、手術灯、患者監視装置
No.2 手術灯、手術台
分娩 分娩台、胎児監視装置

滅菌 高圧蒸気滅菌器、高速滅菌器
9 放射線科 一般撮影装置

10 集中治療室
呼吸器、ICUﾍﾞｯﾄ、シリンジポンプ、
輸液ポンプ

11 臨床検査科（病理）
分光光度計、エライザﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰ
ﾀﾞｰ

12 死体安置所・解剖 解剖台、解剖セット
13 歯科 歯科診察ユニット
14 ランドリー 洗濯機、脱水機、アイロン

15 耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科治療器、診察台、診療
セット

16 整形外科 酸素飽和度計
17 結核コントロール事務所 顕微鏡
18 維持管理室 オシロスコープ
19 救急車搬送 搬送用呼吸器、保育器

2

3

5

8
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② 平面計画 

北西辺境州（NWFP）と地震復興庁（ERRA）の各々が学校の建て替えのための標準デザインを

提案しているが、どちらを標準デザインとするかは決定されていない。北西辺境州は標準デザイ

ンにこだわらず、調査団による耐震性の高い学校施設の設計を期待している。 

教室棟 

 既存の教室サイズは 25feet×16feet （≑ 7.6m ×4.9m：16ft タイプ）と 24feet×20feet （≑ 7.3m
×6.1m：20ft タイプ） の 2 種類が主流である。州学校識字局によると、1教室当たりの生徒数は

40 人/教室を標準としているが、16ft タイプは 40 人を収容するには少し狭い。2 教室の学校はＬ

型タイプと称し、16ft タイプの教室を 2 つＬ型に配置し、外通路（ベランダと称している）から

教室に入る平面形が多い。20ft タイプの教室はベランダ沿いに教室を配置した片廊下式の平面形

に使用され、校長室及び倉庫を棟の端に配置している。 

本プロジェクトでは、8 つの教室棟タイプ（Type A～H）を設定する。Type A の教室は 16ft タイ

プの教室を L 型に配置し、校長室及び倉庫の無いタイプである。Type B～E は、20ft タイプの教

室を平行に並べた片廊下式である。Type F～H は、敷地幅が狭い敷地に適用するため、16ft タイプ

の教室を平行に並べたものである。 

3 教室以上の片廊下式の教室棟タイプは校長室及び倉庫を含む。校長室は間口を 3m とし、校長

室の奥に倉庫を設ける。出入り口は各室 1 ヶ所とする。 

表 3.15：教室棟タイプの構成 
記号 教室棟タイプ 建物サイズ（面積） 教室タイプ 備考 

A L 型 2 教室棟 41ft x 25ft（≒12.5m x 7.6m） 
（95.0m2） 

25ft x 16ft 
（≒7.6m x 4.9m） 

2 教室の学校の場合に配置

する。 
B 直線 2 教室棟 48ft x 28ft（≒14.6m x 8.5m） 

（124.1m2） 
24ft x 20ft 

（≒7.3m x 6.1m） 
5 教室以上の学校で他のタ

イプと組み合わせて配置す

る。 
C 直線 3 教室棟 

（校長室・倉庫有り） 
82ft x 28ft（≒24.9m x 8.5m） 

（211.6m2） 
24ft x 20ft 

（≒7.3m x 6.1m） 
 

D 直線 4 教室棟 
（校長室・倉庫有り） 

106ft x 28ft（≒32.2m x 
8.5m） 

（273.7m2） 

24ft x 20ft 
（≒7.3m x 6.1m） 

 

E 直線 5 教室棟 
（校長室・倉庫有り） 

130ft x 28ft（≒39.5m x 
8.5m） 

（335.7m2） 

24ft x 20ft 
（≒7.3m x 6.1m） 

 

F 幅の狭い直線2教室棟 50ft x 24ft（≒15.2m x 7.3m） 
（110.9m2） 

25ft x 16ft 
（≒7.6m x 4.9m） 

土地の幅が狭い敷地の学校

の場合に配置する。 
G 幅の狭い直線3教室棟 

（校長室・倉庫有り） 
85ft x 24ft（≒25.8m x 7.3m） 

（188.3m2） 
25ft x 16ft 

（≒7.6m x 4.9m） 
同上 

H 幅の狭い直線4教室棟 
（校長室・倉庫有り） 

110ft x 24ft（≒33.4m x 
7.3m） 

（243.8m2） 

25ft x 16ft 
（≒7.6m x 4.9m） 

同上 

 

実験室 

中等学校及び上級高等学校には実験室を設ける。実験室の大きさは、24feet×20feet とし、実験

室に沿って校長室・倉庫と同じサイズの部屋を設けて準備室・機材倉庫として使用する。 
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便所 

既存の便所は、教室棟の中に便所を配置している場合と、便所を別棟にしている場合の 2 種類

がある。本プロジェクトでは臭気や衛生面を考慮して別棟式とする。便器はアラビア式で、汚水

槽と浸透槽を設ける。便所のサイズを表 3.16 に示す。 

表 3.16：便所タイプのサイズ 
記号 便所棟タイプ 建物サイズ（面積） 備考 

1 1 ブース用（2 教室学校用） 4ft8in x 5ft5in (≒1.4mx1.7m) 
(1.9m2) 

浸透槽 4ft8in x 3ft6in  (≒1.4m x 
1.1m)は左建物から少し離して建

設。左建物サイズには含めない。 
2 2 ブース用（3～4 教室学校用） 9ft4in x 5ft5in (≒2.8mx1.7m) 

(4.7m2) 
浸透槽 9ft4in x 3ft6in  (≒2.8m x 
1.1m)は左建物から少し離して建

設。左建物サイズには含めない。 
3 3 ブース用（5～8 教室学校用） 14ft x 5ft5in  (≒4.3mx1.7m) 

(7.3m2) 
浸透槽 14ft x 3ft6in  (≒4.3m x 
1.1m)は左建物から少し離して建

設。左建物サイズには含めない。 
 4 ブース用（9 教室学校用～） - 2 ブース用を 2 ヶ所設置する。 
 

③ 断面計画 

建物は全て平屋建てとし、以下の点に留意した断面計画とする。 

• 夏季の熱射及び屋根の雨音を防ぐため天井を設ける。天井高さは 3m とする。天井内

に通風口を設ける。 

• 屋根は鉄骨トラスの勾配屋根とする。 

• 軒の出は 0.6m を確保する。 

• 床はコンクリート金ゴテ仕上げ、壁はレンガ積みモルタルペンキ仕上げ、窓は木製と

する。 

④ 構造計画 

既存の鉄筋コンクリート造の学校施設は、柱と梁の鉄筋の定着が不十分なため、柱と梁が剛接

合となっていない。このため地震力による変形に部材が抵抗できずに破断した建物が多い。大地

震に対する構造設計基準が無いため、本プロジェクトでは日本の構造設計基準に準拠して構造計

画を行う。構造計画の方針を以下に示す。 

• 構造形式：本プロジェクトにより建設される建物を支持するのに耐え得る支持力とし

て 5 トン/m2を見込む。基礎は鉄筋コンクリート直接基礎（布基礎）とする。土間床は

鉄筋コンクリート造とし、柱及び居梁は鉄筋コンクリート造ラーメン構造とする。 

• 設計荷重：地震荷重として日本の建築基準法の標準せん断力係数 0.2 を採用する。 

• 材料強度：鉄筋コンクリートの設計基準強度を 21N/mm2 とする。 

⑤ 電気設備計画 

電気設備は、電力がサイトに引き込まれていた場合、またはサイトに面した道路に電線が敷設

されている場合にだけ、電気設備を計画する。電灯設備及びコンセント設備の設計方針を以下に

列記する。 

• 電灯設備：電灯設備は保守と経済性を考慮して蛍光灯で計画する。 
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• コンセント設備：所要室の必要箇所に電源取り出し用のコンセントを設置する。使用

電圧は 3 相 230Ｖとする。教室に 1 ヶ所、校長室に 1 ヶ所、実験室に 2 ヶ所設置する。 

⑥ 給水設備計画 

給水設備は水がサイトに引き込まれていた場合にだけ、給水設備を計画する。給水管を便所に

引き込む。 

⑦ 建築資材計画 

建築材料は、現地で普及している材料及び工法に基づき表 3.17 のとおり選定する。 

表 3.17：採用工法一覧 
部位 本プロジェクト 現地工法 採用理由 

基礎 鉄筋コンクリート造 同左 現地の一般的な工法 
床 コンクリート造土間 同左 現地の一般的な工法 
壁 レンガ積み 石積み、レンガ積み 現地の一般的な工法 
柱・梁 鉄筋コンクリート造 同左 現地の一般的な工法 

主要構造物 

屋根 鉄骨トラス＋亜鉛めっき波

板鉄板 
木造トラス又は鉄骨トラス

＋亜鉛めっき波板鉄板 現地の一般的な工法 

外壁 モルタル＋塗装 同左 現地の一般的な工法 
外床 コンクリート金コテ押さえ 同左 現地の一般的な工法 
窓 木製窓＋塗装 同左 現地の一般的な工法 

外部仕上げ 

出入り口扉 木製戸＋塗装 木製戸、鋼製戸 現地の一般的な工法 
床 コンクリート金コテ押さえ 同左 現地の一般的な工法 
壁 モルタル塗装 同左 現地の一般的な工法 内部仕上げ 
天井 木製板塗装 同左 現地の一般的な工法 

 

3) 機材計画 

本プロジェクトで整備する機材は、机・椅子及びロッカーの家具類とする。 

• 教員用机及び椅子は、全ての学校の各教室及び校長室に 1 セットずつ計画する。 

• 生徒用机及び椅子は、中学校以上の学校に整備する。標準的な学校建築では、1 教室

の生徒数を 40 人として計画しているため、生徒用机及び椅子は 1 教室当たり 40 セッ

トとする。小学校は、床絨毯（現地では Rug と呼んでいる）を各教室に整備する。 

• スチールロッカーは全ての学校の各教室及び校長室に 1 セットずつ計画する。 

表 3.18：家具計画 
室名 家具の種類 １室当たりの数量 合計数量 

絨毯（ラグ） 20 枚（2 人に 1 枚） 245 教室×20 枚/教室= 4,900 枚 
教員用机・椅子 1 セット 245 教室×1 セット/教室= 245 セット 教室      

（小学校） 
スチールロッカー 1 台 245 教室×1 台/教室= 245 台 

生徒用机・椅子 40 セット 66 教室×40 セット/教室= 2,640 セッ

ト 
教員用机・椅子 1 セット 66 教室×1 セット/教室= 66 セット 

教室      

（中学校以上） 
スチールロッカー 1 台 66 教室×1 台/教室= 66 台 
教員用机・椅子 1 セット 30校長室×1セット/校長室= 30セット 

校長室 
スチールロッカー 1 台 30 校長室×1 台/校長室= 30 台 

 

4) バタグラム・カレッジ及び上級高等学校の基本計画 

 バタグラム・カレッジ及び上級高等学校に関わる基本計画を表 3.19 に示す。 



－3-20－ 

表 3.19：バタグラム・カレッジ及び上級高等学校の基本計画 
項目 バタグラム・カレッジ 上級高等学校 

①施設計画 設計方針に基づき、管理・教室棟（Academic 
Block）を建設する。教室数は現況の教師数を考

慮して決定する。管理・教室棟には科学実験室

及びコンピューターラボを加える。旧施設と同

様 2 階建てとする。 

設計方針に基づき、教室棟、コンピューターラ

ボ、講堂（Examination Hall）、テクニカルラボ、

管理棟、便所、守衛棟を建設する。 

②配置計画 洪水の危険を避け、旧施設の管理・教室棟と同

じ位置である基壇上に配置する。 
SADC 使用の敷地部分を避けるため、教室棟を 2
階建てとする。中央の並木を残し、できるだけ

まとまった校庭をとれるようにする。旧施設の

配置に習い、敷地周辺部に建物を置き、中央に

まとまった空間を取るようにする。 
③平面計画 旧施設と同様に中庭型の平面計画とする。一般

教室、科学実験室、コンピューターラボ、図書

室、管理諸室、講堂、便所及び廊下等の規模は

「パ」国側の要望を考慮するとともに、旧施設

及び現在建設中のバタグラム女子カレッジを参

考にして決定する。 

一般教室、科学実験室、コンピューターラボ、

図書室、管理諸室、講堂、便所及び廊下等の規

模は「パ」国側の要望を考慮するとともに、旧

施設を参考にして決定する。 

④断面計画 2 階建てとし、屋根は鋼製トラスの傾斜屋根と

する。現地の鉄骨の施工精度を考慮して切妻屋

根とする。 

2 階建てとし、屋根は鋼製トラスによる傾斜屋

根とする。現地の鉄骨の施工精度を考慮して切

妻屋根とする。  
⑤構造計画 鉄筋コンクリートラーメン構造とする。耐震壁

は設けない純ラーメン構造とする。壁はブリッ

ク造で非構造壁として扱う。構造計算は日本の

建築基準法に準拠して行う。 

鉄筋コンクリートラーメン構造とする。耐震壁

は設けない純ラーメン構造とする。壁はブリッ

ク造で非構造壁として扱う。構造計算は日本の

建築基準法に準拠して行う。 
⑥電気設備

計画及び給

排水衛生設

備 

照明コンセント設備を設置する。給水は既存の

高置タンクから給水することとし、便所及びバ

スルームには、便器その他の必要な衛生設備を

設置する。屋内及び屋外に汚水管を設置する。

汚水処理槽を設置し、そこまでの屋外配管及び

合流枡を設置する。 

照明コンセント設備を設置する。給水は既存の

高置タンクから給水することとし、便所及びバ

スルームには、便器その他の必要な衛生設備を

設置する。屋内及び屋外に汚水管を設置する。

汚水処理槽を設置し、そこまでの屋外配管及び

合流枡を設置する。 
 

(3) 道路・橋梁 

1) 設計基準との整合 

市街地に近接しているバンナ橋（橋梁 No.3）をはじめとして、現橋は全て 1 車線相当の幅員で

ある。将来の市街地の拡大に伴う交通需要の増加等を考慮して、バタグラムカレッジ橋（橋梁 No.6）
を除き州道基準にそった 2 車線の幅員構成とする。バタグラムカレッジ橋は、本道から大学施設

へのアクセス道路上の橋梁であるため、現状の 1 車線相当で充分と考えられる。 

2) 幅員計画 

幅員構成については下記のとおりとする。 

2 車線橋梁（バンナ橋及びバハリ橋）： 7.30m (3.65m x2) 

1 車線橋梁（バタグラムカレッジ橋）： 3.70m 

3) 計画高水位の設定 

バンナ橋（橋梁 No.3）及びバタグラムカレッジ橋（橋梁 No.6）について、地元住民及びバタグ

ラム県道路局からの聞き込みにより計画高水位を設定した。 

4) 架橋位置及び橋長の設定 

対象の 3 つの橋梁（橋梁 No.3 及び No. 6、No. 7）の架橋場所は、現位置とする。 
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4) 橋梁形式の選定 

下部工については、バンナ橋（橋梁 No.3）及びバタグラムカレッジ橋（橋梁 No.6）は洗掘を考

慮し、杭基礎とする。上部工については、橋長及び経済性からバタグラムカレッジ橋（橋梁 No.6）
は RC 橋とし、橋梁 No. 3 及び No. 7 は PC 橋とする。 

5) アクセス道路 

バンナ橋（橋梁 No.3）については、クリアランス確保のため現橋の高さより 3m 嵩上げしたた

め、現道への取り付け道路を上下線 100m ずつ整備する必要がある。他の 2 橋についても 1 車線

相当の現道へスムースにすりつけるべく、取り付け道路を計画した。 

3-2-3 概略設計図 

 医療施設及び教育施設、橋梁の概略設計図を補足資料 1～3 に示す。 

3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) 施工方針 

本プロジェクトの施工範囲は次のとおり。 

• 敷地内の瓦礫撤去及び整地、道路取付け、排水溝、基礎等の土木工事 

• 病院建屋、校舎、住居等の建築工事 

• 架橋の土木工事 

プロジェクトを実施する場合の基本事項及び特に留意する点は以下のとおり。 

• 本プロジェクトの実施に係わる施工監理など一部の作業は「パ」国側が分担する。こ

れらの分担作業は、工事工程と調整を図って、適時に実施されなければならず、分担

作業実施のための予算及び要員の確保が必要である。 

• 本プロジェクトで対象とする構造物は、病院、学校共に平屋建ての小規模な建築物が

殆どであること、緊急を要するため施工期間が限定されること、比較的小割にした発

注形式を取らざるを得ないことなどから、「パ」国内の業者に限定した発注が望ましい。 

(2) 調達方針 

機材に関する調達方針を以下に示す。 

• 電気を使う医療機器（特にバッテリー充電可能なもの）は、耐用年数や電圧変動への

対応を考慮し、日本製品または一部の第三国製品に限定する。 

• 電気を使う医療機器の中でも恒常的に消耗品の充填を必要とする手術ランプなどにつ

いては、消耗品のコストが安い中国製品等の調達も計画する。 

• 医療家具、ベッドのように医療診断、診療活動の精度に直結しないものについては現

地製品を調達する。 

機材の消耗品の供与期間についての方針は下記のとおり。 

• バタグラム県は被災後の混乱が続いているため、消耗品の発注を担当する部門が医療
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記録の整理などに追われているのが実情である。消耗品は 1 年分を計画する。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 安全作業 

本プロジェクトは、一般に敷地が狭く、急峻な地形に立地し、アクセスも悪い場所が多いため、

安全確保が施工上の重要課題である。作業前には、作業グループ間で綿密な打ち合わせを行ない、

作業計画を作成し、危険標識あるいは安全柵等を設置し、安全かつ効率的な作業環境を作る必要

がある。 

(2) 各種工事の協調 

建屋敷地内では、建屋解体･整地工事、土木･建築工事、上下水道工事、電気設備工事等の業種

の異なる工事が行われる。複数の下請け業者が施工することが予想されるため、元請企業の管理

能力に留意する。施工を急ぐ余り、解体･整地後の基礎工事が不十分なままで建屋工事に取り掛か

らぬよう注意する。 

コンサルタントと施工業者は各工事の取り合い、責任の所在を明確にし、人身及び設備の安全、

品質管理を図る。実施計画は計画全体の各作業相互間の協調を基にして現地作業の効率的、且つ

円滑に実施できるように作成されなければならない。 

(3) 仮設事務所等のスペースの確保 

建設予定地は山間の狭い場所が多く、仮設事務所、資材置き場及び資機材搬入路のスペース確

保が困難である。敷地内のレイアウトによっては、近隣地域で借地の必要性が生じる。建設準備

期間中に、業者を通じて、地元住民への便宜供与を要請して用地確保に努める必要がある。 

(4) 気象条件及び社会条件に対する配慮 

冬季には凍結及び積雪の影響によりサイトへのアクセス性が低下するため、資機材の搬入の時

期及び期間などについて配慮した工程計画を作成する。雨季についても降雨による影響に配慮し

た工程計画を作成する。 

「パ」国は敬虔なイスラム教徒の国であり、毎年イスラム暦に基づく約 35 日間の断食期間（ラ

マダン）がある。当該期間中は、労務者の作業能率の低下、資材調達の遅延が予想される。この

ため、ラマダン期間とその後のイード休暇を見越した工程計画、資機材調達計画が必要である。 

(5) 工期及び調達方法、工法に関する方針 

現地施工業者にとって馴染みのある工法を採用し、耐震性については特に鉄筋の定着に関する

品質管理を行う。建設業者は入札資格で表 3.20 のように区分されている。 

表 3.20：建設業者入札資格 
Class 入札金額 その他条件 

A 制限なし 技術者数 2 名以上 
B 10 百万ルピー  以下 技術者数 2 名以上 
C 5.0 百万ルピー  以下 技術者数規定なし 
D 2.5 百万ルピー以下 技術者数規定なし 

 

公共事業省バタグラム県事務所での聞き取りよると、バタグラム県を営業範囲としている建設

業者は上記の Class C 及び D で、施工能力は基礎保健ユニット 1 ヶ所程度である。プロジェクト



－3-23－ 

を実施するためには工程と品質を厳格に守る高い工事管理能力を有する Class A の建設業者を選

定することが必要不可欠である。Class A の建設業者においても、技術者の数、所有建設機械など

において大きな差がある。よって事前審査で財務面、品質管理に関する条件から入札業者を選定

したうえ、入札を行うことが必要である。品質管理面での条件は次の項目が考えられる。 

• 技術者数 

• トラックなどの資機材運搬機器の数 

• ポット・ミキサー、バイブレーターなどのコンクリート品質管理のための必要機器 

(6) 資材及び機材の調達に関する方針 

建設資材の全ては、パキスタン製品または市場にある輸入在庫品とする。建設サイトは山岳地

帯にあり、ほとんどのサイトは車両で直接乗り入れることができないため、資材などの搬出入は

人力またはロバに依存せざるを得ない。サイトの数が多いため、工事初期に該当する被災建物の

解体撤去や掘削工事においては、普通作業員やロバの数量を正確に見積もり、確保する。 

医療機器は受注生産である事から、注文から製造完了まで 4 ヶ月を見ることとする。但し、第

一船の緊急調達分については納期 0.5 ヶ月とする。 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

日本国側及び「パ」国側の施工／調達・据付に関わる負担区分は表 3.21 に示すとおりである。

なお、仮設病院で使っている既存の医療機材の移設は「パ」国側の負担で行う。 

表 3.21：日本国、「パ」国の負担区分 

日本側負担分 パキスタン側負担分 
・ 入札・契約図書の作成、施工監理などの

コンサルタント業務の実施。 
・ 概略設計で示された医療施設および教育

施設、橋梁の建設。 
・ 上記施設の外構施設の建設。 
・ 概略設計で示された医療機材の供与。 

・ 建設に必要な用地の確保（DHQ 敷地内の

機材一次保管場所の提供を含む）。 
・ 建設に支障となる建物などの補償。 
・ 水道および電気などの公共サービスを建

設用地まで敷設。 
・ 仮設病院で使用している機材の移設。 

 

本計画における施工は以下のとおり、構造物、施工地区及び着工優先順位からロット区分した。 

表 3.22：施工区分（ロット区分）の考え方 
施工区分 施工内容 

パッケージ 1 • 学校（優先度の高い恒久施設） 
パッケージ 2 • 県立病院（緊急用の仮設施設） 
パッケージ 3 • 県立病院 
パッケージ 4 • バンナ RHC 
パッケージ 5 • タコット市民病院 

• バタグラム郡の BHU 及び学校、橋梁 
パッケージ 6 • アライ郡の BHU、学校、橋梁 
パッケージ 7 • カレッジ 

• 上級高等学校 
パッケージ 8 • 医療機材（県立病院、BHU、バンナ RHC など） 

 



－3-24－ 

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) 全体 

ノンプロ無償資金協力事業では、両国政府間で交換公文（E/N）で規定される事業に関し、概略

設計調査の結果をもとに、被援助国（パキスタン）と調達代理機関（財団法人日本国際協力システ

ム：JICS）が締結する契約により、プロジェクトが開始される。コンサルタントは E/N の範囲内に

おいて、JICS とコンサルタント業務契約を締結する。本プロジェクトでは邦人コンサルタントが

ローカル・コンサルタントを雇用し、入札業務の開始時点から工事が完了するまでの進捗状況を

監理させ、その結果を現地及び日本にいる邦人コンサルタントに逐一報告をさせる。邦人コンサ

ルタントはローカル・コンサルタントからの報告結果に基づき対策を立て、ローカル・コンサル

タントを通じ必要な措置をとる。 

入札業務及び施工監理を遂行するに当たっては、特に下記の事項に留意する。 

• 概略設計のみに基づくため、施工条件に柔軟に対応できる入札図書を作成する。 

• 現地の実情に即した着工順位の選定、効率的なロット分けに留意する。 

• 現地の施工条件を考慮し、安全･環境配慮に務める。 
 

交換公文

調達代理
人契約

建設工事
契約

連絡
調整

施工管理

日本国側 「パ」国側

外務省 震災復興庁

JICS
北西辺境州

及びバタグタム県

コンサルタント

機材調達業者

施工業者

実施指示

コンサルタント
契約

実施指示

調達管理調達管理

機材
調達
契約

 
図 3.1：施工／調達実施体制 
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(2) コンサルタント業務の内容 

① 入札業務 

• 入札公示後、関心表明者に入札図書を配布し、内容の説明を行う。 

• 入札を実施し、JICS と共に応札書の評価を行い、評価報告書を作成する。入札はイス

ラマバードにて行う。 

• 入札評価後、落札業者に対してのアワード発出の補助業務を行う。 

• JICS と落札業者との契約締結の補助業務を行う。 

• JICS と契約業者の契約書に基づく業務内容を基に、契約業者と共に「パ」国政府側に

対して本プロジェクトの業務内容を説明し、本プロジェクト実施に必要な「パ」国側

の協力を要請する。 

② 施工監理業務 

• 設計図面と仕様書の説明を行う。 

• 調達業者が作成する図面の検査と承認を行う。 

• 常駐監理技師を必要に応じて派遣する。 

• 調達機材及び材料の工場検査の実施と報告をする。 

• 設計書類に記載されているプロジェクト実施中に調達される材料、傭人、測量等の検

証を行う。 

• JICS と調達業者間で施工管理業務実施中に起こり得る問題点の解決を行う。 

• 工事進捗に遅延がないように調達業者に対して必要な指示をおこなう。 

• JICS に対して、工事期間中の業務報告書の作成、必要な報告をタイムリーに実施する。 

• 調達業者への支払いに必要な証明書（中間出来高証明書など）の発行を行う。 

③ 機材の引渡し、据付業務 

• 供給業者が提出する高圧蒸気滅菌器、X 線装置、歯科及び耳鼻咽喉科ユニットの給排

水図面、設置図面と施設図面の比較を行い、必要に応じ供給業者に修正指示を行う。 

• 日本で実施される検査及び個別メーカーで行われる検査に立ちあう。 

• 検査の結果、契約仕様書またはカタログとの齟齬があった場合には製造業者・供給業

者に確認を行い、必要に応じて代替品の準備の指示を行う。 

• 船積み前検査報告書を発給する。 

• 機材が納入される保管場所及び設置場所の確認、業者が行う据付作業の管理及び現場

検収業務 

④ 建設･据付工事の完了時 

• 完工証明書の発行、竣工引渡の手続業務、 終業務報告書の作成を行う。 

• 建設完了時の施設の補修作業、検査業務を必要に応じて行う。 
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(3) コンサルタント業務担当者 

上述の業務内容を円滑に進捗させるために類似業務の経験が豊富であり、本プロジェクトの内

容を十分に理解している者をプロジェクトの業務主任者とし、入札業務、承認図審査、工事監理

業務を担当する各スタッフによる実施体制を整える。また、建設サイトが広範囲にわたり、建設

パッケージが 7 つあるため、各パッケージの担当者を配置する。 

表 3.23：コンサルタント業務担当者別の業務内容 
  
業務主任 プロジェクトの背景・目的を十分理解して業務全般の管理業務を行なう。特に、全体

的な工程管理と業務期間中の進捗状況を把握し、必要に応じてアドバイスを各担当に

与える。また、イスラマバードで JICS 及び日本大使館との調整を図る。 
団員（パッケージ 1＆2） 入札の公示・立会い、入札書類の評価業務、契約交渉を行なう。契約者が提出する承

認用図面を審査し、承認又は再提出を提示する。工事着工より竣工までの現場におけ

る業務を管理する。 
団員（パッケージ 3＆4） 同上 
団員（パッケージ 5） 同上 
団員（パッケージ 6） 同上 
団員（パッケージ 7） 同上 
団員（パッケージ 8） 入札の公示・立会い、入札書類の評価業務、契約交渉を行なう。機材据付における業

務を管理する。 
保健医療 現地調達管理要員 2 名及び日本人 2 名の 4名で調達監理を行う。機器搬入前に建築と

の取り合いの確認を行う。据付後機材が良好に使用される環境にあるか否かを検収業

務にて確認する。また、日本・第三国調達製品については国内または第三国にて検査

技術者による立会い検査を実施する。 
 

3-2-4-5 品質管理計画 

(1) 土木・建築工事 

1) 施工図面審査と承認 

構造物の設計、施工図面を業者が作成する。施工図面は承認用に提出させ、それをコンサルタ

ントが審査し、問題無ければ承認する。 

2) 使用材料検査 

工事に使用する材料は使用前に全てコンサルタントが検査する。この検査は必要に応じて、供

給元又は現地で行なう。 

(2) 保健医療セクター 

調達方針で挙げた中国製品については、製造工程の品質管理のしっかりとしているメーカーの

みを対象とする。中国の ISO9001 品質マネジメントシステムは審査機関の審査基準が欧米や我国

に比べて極端に甘く、信憑性が薄いことから対象機材が CE マーキング（個別製品認証）を取得

していることを条件にする。 

現地製品の品質確保については、医療家具と医療鋼製小物を分けて考える。医療家具製造者の

多くは、ISO9001 品質マネジメントシステムの認定を受けた工場で製造している。しかし、個別

製品については国内流通が主であるため CE マーキングまでは取得していない。一方、鋼製小物

の製造者は海外への輸出に対しても積極的に取り組んでおり、CE マーキングを取得している。家

具は ISO9001 認証取得、鋼製小物は CE マーキング取得業者の製品を対象とする。 
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ドイツなどの第三国製品及び日本製品については、各国国内法が整備されていることから品質

管理上の留意点はない。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 土木・建築工事 

本邦からの調達は機材調達のみとし、建設機材はすべて現地調達を基本方針とする。本邦調達

機材の輸送ルートは、カラチでの陸揚げとし、トラックによる内陸輸送で現地まで直接搬送する。 

• 「パ」国での通関手続きは、トラブルが多く報告されており、無償事業の資機材も例

外ではない。調達業者と荷受人となる「パ」国関係機関は、免税手続き及び輸入許認

可手続きに精通するとともに、時間的余裕を持ってあたるよう留意する。 

• 建設機材については、国内調達であるが車輌での運搬アクセスがバタグラム市内及び

主要道路のみに限定される。建設機材の運搬を要する学校・保健医療施設へのアクセ

スには、一般的に採用されているロバの活用を検討する。 

(2) 機材調達（保健医療セクター） 

1) 医療機材の調達事情 

高度電子医療機器以外の製品として医療家具、医療鋼製小物、歯科・耳鼻咽喉科用の治療台な

どの製造が行われている。それらのメーカーは ISO9001 品質マネジメントシステムの認定書を持

ち、ヨーロッパへの輸出に力を入れている。超音波、Ｘ線装置のようなイメージング機器、麻酔

器、呼吸器、心電図及び患者監視装置などの高度電子医療機器は欧米及び日本からの輸入品を多

く使用している。近年では、本体の低価格化及び恒常的に必要となる消耗品の低価格化から中国

製が選定される傾向にある。 

2) 医療機材の調達計画 

一般医療機材については経済効率を考えて一定の品質確保を条件に現地製品の調達を容認する。

電子医療機器については診断制度、耐久性の観点から日本または第三国からの調達とする。消耗

品や周期的に交換を必要とする機材については中国製品の調達も容認とする。主要機材の調達先

は表 3.24 のとおりである。 
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Code. 機材名 現地 本邦 第三国

2 麻酔器（人工呼吸器付き） ● ●

3-1 高圧蒸気滅菌器 ● ●

9 酸素飽和度計 ● ●

12 除細動器 ● ●

18 心電図 ● ●

20 耳鼻咽喉科ユニット ● ●

30 顕微鏡 ● ●

36 手術灯、天井吊りタイプ ● ●

37 手術台 ● ●

39 患者監視装置 ● ●

65 胎児監視装置 ● ●

66 高速滅菌器 ● ●

69 白内障、緑内障手術器具セット ● ● ●

76 血球計数装置（自動） ● ●

86 分光光度計 ● ●

91 心電図モニター ● ●

93 S状結腸鏡、成人・小児用 ● ●

96 エライザーﾏｲｸﾛﾌ゚ﾚｰﾄリーダー ● ●

98 人工呼吸器、成人用 ● ●

100 人工呼吸器、小児用 ● ●

120 ＹＡＧレーザー装置 ● ●

127 呼吸器、携帯用 ● ●

調達先

表2．6.7　主要機材調達先
表 3.24：主要機材の調達先 

 

 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

DHQ 及び TBC に供与する機材については、開梱・据付・試運転・操作、維持管理の説明を供

給業者の責任で行うこととする。CH、RHC、BHU 及び MCHC に供与する機材は、電気を使用せ

ず特段の据付・試運転を必要としない。県医療従事者が一同に会する機会を作ることは困難なこ

とから、供給業者が各施設において開梱・据付・操作指導、維持管理方法の説明を行うこととす

る。 

3-2-4-8 実施工程 

本プロジェクトの実施期間は、交換公文の締結から完了まで約 25 ヶ月を要する。実施工程を図

3.1 に示す。 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

学校
(緊急スキーム)

臨時使用
DHQ (プレハブ)

DHQ (バタグラム)

RHC (バンナ)

C.H. (タコット)
BHU (バタグラム)
学校 (バタグラム)
橋梁 (バタグラム)
BHU (アライ)
学校 (アライ)
橋梁 (アライ)

バタグラム・カレッジ

上級中等学校（HSS）

BHN (施設・設備)
BHU (機材)
RHC (バンナ)
CH (タコット)
県立病院（DHQ）
BHU (4箇所)

「パ」国側による用地取得
BHU (拡張)

詳細設計 入札 建設

1

その他

8
機材

7

6

通算月
施設／機材パッケージ

5

4

3

2

 

図 3.2：事業実施工程 
 

医療機材（パッケージ 8）は受注生産のところが多いため、県立病院については製造期間を 4
ヶ月、その後の船積み前検査で半月を要する。輸送はカラチからイスラマバードまでは 10 トント

ラックの通行が可能であるが、イスラマバードからバタグラムまではカラコルムハイウェイの道

幅が細くなっているため、8 トントラックのみ通行可能である。かかる状況を鑑み、輸送は海上

で 1.3 ヶ月、内陸で 0.７ヶ月をみる。据付・試運転は BHU が辺鄙な地域に立地しているため、開

梱及び設置には 1 ヶ所あたり 1 日を要することから、全体で 1 ヶ月をみる。 
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建築側との打合せ
業者打合せ等
機器製作図作成
機器製作
製品（工場）検査
出荷前検査
船積み前機材照合検査
船積み
機器輸送
開梱・搬入・据付工事
調整・試運転

初期操作指導
検収、竣工引渡し

9 10
通算月

調達工程 5 6 7 81 2 3 4

 

図 3.3：医療機材の調達（パッケージ 8）実施工程 
 

3-3 相手国側分担事業の概要 

ノン・プロジェクト無償資金協力が実施された場合の「パ」国側の負担事項は以下のとおりで

ある。 

• 日本国内の外国為替公認銀行に口座を開設。 

• カラチ入港時の通関手続き補助。 

• プロジェクト実施に必要な関連部局の許可（環境社会配慮上の手続きを含む）の取得。 

• プロジェクトに従事する日本人及び第三国人（必要に応じて）の入国許可。 

• 機材納入及びサービスに伴う関税、国内税及びその他徴税の免除。 

• 建設に必要な用地の確保（DHQ サイト内の機材一次保管場所の提供を含む）。 

• 工事期間中におけるサイト周辺の巡視及び検問を実施することにより、プロジェクト

の関係者、製品及び機器の安全確保。 

• 水道、電話、電気等の公共サービスのターミナルポイントの整備。 

• 施設及び機材を適切かつ効率的に運営・維持管理するために必要な予算と人員の提供。

（耳鼻咽喉科、整形外科及び ICU に関わる医療スタッフ、パラメディカルに関わる技

術スタッフ、教員など） 

• 施設・機材の維持管理に必要となる消耗品・交換部品などの手当 

• 仮設病院で使用している機材のうち、専門技術者による移設が求められるのはＸ線装

置である。据付業者と（DHQ 院長を通じた）州政府との協議により移設費用（約 100
～120 万円）を州予算から捻出し、速やかな移設工事を行うこととする。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

(1) 保健医療セクター 

医療用資機材の維持管理を問題無く行なうためには、「パ」国政府は適切な維持･管理体制を構

築する必要がある。能力のある要員を集めるだけでなく、管理マニュアルや保管、保守、事故に

対する報告等も組織的に行なうよう様式類を完備する必要がある。 

バタグラム県の医療機材の定期点検、不具合発生時の対応を行うのはアボタバッドのサブワー

クショップであり、バタグラム県を含む 5 県を管轄している。ペシャワール・カイバル教育医療

施設にある中央ワークショップには、主任技術者が在籍しており、不具合機材の故障原因が特定

できない場合には、指導を受けることもある。不具合機材の修理レポートは全て高等技術者に提

出され、各ワークショップの活動内容が主管計画事務官に報告される仕組みとなっている。 

サブワークショップの要員は、修理に必要な交換部品の用意が出来れば X 線チューブの交換か

ら吸引器のオイル充填まで幅広い修理に対応が可能な技術力を有している。 

 
 

図 3.4：維持管理ワークショップの組織図 
 

表 3.25：アボタバッド・サブ・ワークショップ要員の職位と教育レベル 

職位 人数 教育レベル 
技術者 3 名 学位取得（2 名） 

電気技術名誉学位（1 名） 
機械工 1 名 学位取得 

 

(2) 教育セクター 

1) 施設維持管理の流れ 

学校施設の維持管理は大規模損壊の場合と小規模損傷の場合によって実施手順が異なる。 

① 大規模損壊の場合 

• 学校施設に大きな破損が発生した場合、バタグラム県学校識字部は、同県公共事業部

に対して、学校の破損視察調査を要請し、修理コストの見積を依頼する。 

• 公共事業部は、修理コストを学校識字部経由で北西辺境州開発計画局に要請する。 

• 開発計画局は、修理コストを承認すると、県公共事業部に予算を与え修理実施を指示

する。 

• 県公共事業部は、修理を実施する。 
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② 小規模損傷の場合 

• 学校がバタグラム県学校識字部開発計画課に、修理依頼を要請する。 

• 開発計画課は、学校を視察して学校施設の損傷程度を調査し、要請内容を確認する。 

• 開発計画課は、要請内容を承認すると、学校口座に 1 教室当たり 1,760 ルピーを振り

込む。 

• 学校が修理を実施する。 

2) PTA の役割 

生徒の父兄と教員から構成される PTA が各学校で組織化されている。毎月定例会議を行い、議

事録を県学校識字部に送付する。PTA は学校の維持管理を行い、学校の活動をモニターしている。 

3) 維持管理の実績 

 1 教室当たり 1,760 ルピーの維持管理費は PTA 基金と称されている。バタグラム県の 2004 学年

度の実績は次のとおり。 

• 小学校：男子校（868 教室に対して 1,550,500 ルピー）、女子校（420 教室に対して

735,000 ルピー） 

• 中学校：男子校（79 教室に対して 138,250 ルピー）、女子校（52 教室に対して 103,750
ルピー） 

• 中等学校：男子校（131 教室に対して 28,165 ルピー） 

維持管理費の資金源としては、PTA 基金以外に大統領プログラム（3 百万ルピー）及び教育セ

クター改革（7 百万ルピー）がある。これらは機材購入、研修及び成人識字などの費用に使用さ

れており、維持管理にはあまり使用されていない。 

(3) 橋梁セクター 

対象３橋梁竣工後の維持管理は北西辺境州政府・バタグラム県公共事業局（Works and Services 
Department, Battagram）にて行なわれることとなろうが、同対象橋梁については以下の作業が必要

と考えられる。 

1) 毎年必要とする定期点検・維持管理 

• 橋面の配水管、支承周り等に溜まった砂，ゴミの除去と清掃 

• 取り付け道路の路肩・法面の除草 

• 洪水後の護岸工の点検・補修 

2) 数年単位（5 年～10 年）で行なうべき点検・維持管理 

• 橋面と取り付け道路の舗装のオーバーレイ（概ね 5 年毎） 

• 伸縮継手の取替え（概ね 10 年毎） 

対象３橋の橋台部には橋梁保全のため護岸工が施されているが、予測しがたい局部侵食あるい

は想定洪水確率を超える洪水に遭遇する可能性もある。従って、洪水後の点検作業は必須であり

何らかの損傷・小崩壊等が確認された場合、速やかに補修作業を行なうものとする。この状態を
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放置すると橋台背面の裏込め土砂の流出による通行止めに発展する可能性が高いことに留意すべ

きである。 

3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本プロジェクトを実施する場合に必要となる事業費総額は 30.94 億円となり、先に述べた日本

と「パ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次のと

おりと見積もられる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

(1) 日本側負担経費 

概算事業費 約 3,093 百万円 

表 3.26：バタグラム県 医療施設 19ヶ所、教育施設 118 ヶ所、橋梁 3ヶ所 
パッケージ 施設 数量  総額 

   (単位) (百万円) 
PACKAGE 1 仮設工事 1 L.S. 8 
 小学校（男子校及び女子校） 6 nos. 210 
 小計   218 
PACKAGE 2 仮設外来病棟 1 L.S. 39 
(契約実績） 小計   39 
PACKAGE 3 仮設工事 1 nos. 10 
 主病棟 1 nos. 415 
 母子保健センター 1 nos. 15 
 外来病棟 1 nos. 59 
 救急病棟 1 nos. 34 
 霊安室 1 nos. 4 
 結核コントロールセンター 1 nos. 14 
 県保健高等弁務官事務所 1 nos. 52 
 小計   603 
PACKAGE 4 仮設工事 1 L.S. 6 
 主病棟 1 nos. 71 
 発電室 1 nos. 9 
 高架水槽 1 nos. 6 
 霊安室 1 nos. 3 
 住居タイプ I 4 nos. 28 
 住居タイプ II 5 nos. 31 
 住居タイプ III 2 nos. 9 
 外構工事 1 nos. 2 
 小計   165 
PACKAGE 5 仮設工事 1 L..S. 28 
 タコット市民病院 1 nos. 6 
 基礎保健ユニット（12G5S） 6 nos. 53 
 基礎保健ユニット（12G7S） 3 nos. 35 
 住居タイプ I 10 nos. 70 
 住居タイプ II 14 nos. 86 
 住居タイプ III 10 nos. 44 
 学校タイプ A 53 nos. 267 
 学校タイプ B 5 nos. 27 
 学校タイプ C 11 nos. 103 
 学校タイプ D 1 no. 11 
 学校タイプ E 3 nos. 40 
 学校タイプ F 1 nos. 5 
 学校タイプ H 1 nos. 10 
 小計   785 
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パッケージ 施設 数量  総額 
   (単位) (百万円) 

PACKAGE 6 仮設工事 1 L.S. 19 
 基礎保健ユニット（オリジナル） 2 nos. 10 
 基礎保健ユニット（12G5S） 1 nos. 9 
 基礎保健ユニット（12G7S） 1 nos. 12 
 住居タイプ I 4 nos. 28 
 住居タイプ II 4 nos. 25 
 住居タイプ III 4 nos. 17 
 学校タイプ A 30 nos. 151 
 学校タイプ B 2 nos. 11 
 学校タイプ C 9 nos. 84 
 学校タイプ D 2 nos. 22 
 学校タイプ G 2 nos. 17 
 橋梁 No. 3 1 nos. 29 
 橋梁 No. 7 1 nos. 21 
 小計   455 
PACKAGE 7 仮設工事 1 nos. 3 
 バタグラム上級高等学校    
  教室棟 1 nos. 16 
  コンピューターラボ 1 nos. 16 
  ホール 1 nos. 41 
  技術・農業棟 1 nos. 16 
  事務棟 1 nos. 17 
 ボーイズ・カレッジ    
  教室棟 1 nos. 186 
  寮（補修工事） 1 nos. 72 
 橋梁 No. 6 1 nos. 14 
 小計   381 
PACKAGE 8 仮設工事 1 nos.  
 医療機材 1 nos. 157 
 小計   157 
合計    2,803 
 
実施設計・施工監理・技術指導 290 百万円 

 

(2) 「パ」国側負担経費 

• 既存 X 線装置の移設及び試運転費用など：60 万ルピー（約 127 万円） 

(3) 積算条件 

① 積算時点： 平成 18 年 3 月 

② 為替交換レート： 1US$=117.19 円 

  1 パキスタンルピー=2.11 円 

③ 施工・調達期間： 詳細設計、建設工事及び機材調達の期間は実施工程に示したとお

り。 

④ その他： 積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととす

る。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 保健医療セクター 

1) 修理・維持管理費 

施設及び機材の修理・維持管理費用を表 3.25 に示す。機材の修理に関しては、保健省傘下のサ

ブ・ワークショップが無償で修理を行っていることから、修理に必要な周期交換部品の調達以外

は全て施設の維持管理費用から支出される。 

表 3.27：各医療施設の運営予算（2005～2006 年） 
項目 DHQ 

（ルピー） 
RHC 

（ルピー） 
BHU 

（ルピー） 
MCHC 

（ルピー） 
維持管理費 135,000 

(284,850) 
10,000 

(21,100) 
79,413 

(167,561) 
0 

(0) 
出典：県高等弁務官事務所 
注）（）内の値は円換算（1 ルピー=2.11 円）の値。 

 

本プロジェクトは被災施設の復旧であるため、従来保有していた機材から現在稼働中の機材を

差し引いたものを供与するものである。したがって、基本的に機材維持管理費の増額はない。 

2) 維持管理上の課題 

も大きな課題は修理に必要な周期交換部品の納入までに時間がかかり、不具合機材が放置さ

れる期間が長いことである。サブワークショップのスタッフは不具合通知を電話で受けた後、1
～2 日以内に現場へ到着し不具合原因を探求し、院長にレポートを提出する。県からの予算が充

分にあれば速やかに調達手続きに入れるが、年間予算で認められていても執行が 3 ヶ月ごとであ

るため、しばしば調達に時間がかかることがある。有料診療報酬で得られた費用を病院がプール

しておき、非常時の周期交換部品代に充てられるような柔軟な対応が望まれる。 

(2) 教育セクター 

本プロジェクトは被災施設の復旧であるため、基本的には本プロジェクトの実施に伴う維持管

理費の増額は発生しないものと見込まれる。ただし、震災前より教員が不足しているケースや維

持管理費の予算が十分でなかったことが確認されている。したがって、必要な人材（教員・事務

員など）の確保及び維持管理予算の確保について、「パ」国側と再度確認する必要がある。 

(3) 橋梁セクター 

維持管理に必要な費用は下記のとおりである。 

表 3.28：橋梁の維持管理費用 
維持管理項目 頻度 点検部位 作業内容 概算費用 

（ルピー） 
排水施設の維持・管理 年 2 回 橋面排水 堆砂除去 2,200 
取付道路の維持・管理 年 2 回 路肩・法面 除草 31,200 
毎年必要な維持・管理費    33,400 

護岸工の点検・補修 洪水時 
（2 年毎と想定） 

護岸 損傷箇所の補修 61,700 

舗装の維持補修 5 年毎 舗装表面 オーバーレイ 453,100 
伸縮継手の保全 10 年毎 伸縮継手 伸縮継手の交換 18,500 
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

本プロジェクトを円滑に実施するに当たっての留意事項を以下に列記する。 

• 「パ」国側が同国の分担する業務を遅滞無く行なうこと。 

• 地震による被災前から SAC 下で整形外科、耳鼻咽喉科及び ICU の建築作業が進んで

いた。SAC 下ではインフラ整備、人員の手配及び機材の供与が順次行われる予定であ

ったが、インフラ整備中に地震による被害を受けたため、現在県立病院には上記ユニ

ットを担当する医師が不在の状況にある。州保健局は施設建築中に人材の確保を行う

とことを表明しているが、この点についての「パ」国政府からの確約を取り付ける必

要がある。 

• 2005 年度と同等以上の予算を確保できるかについて、州保健局に確認する。 

 



 

 

第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

本プロジェクトの実施による効果を記す。 

(1) 保健医療セクター 

表 4.1：保健医療セクターにおけるプロジェクトの効果 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 
• バタグラム郡及びアラ

イ郡にある医療施設の

大半が全壊または一部

損壊した。 
• 住民のための救急及び

外来医療サービス活動

を仮設テントで行って

いるが、施設の再建につ

いては手付かずである。 

• パキスタン国から復旧

を要請された 34 ヶ所の

医療施設のうち、本調査

において対象施設 19 ヶ

所の選定を行った。 
• 選定された医療施設 19
ヶ所の復旧工事及び医

療用機材の供与。 

• 各施設の復旧により、レ

ファラルシステムの復

旧が図られる。 
• 村落で産前検診、安全な

出産、産後検診、家族計

画サービスなどの活動

が回復する。 
• 村落で簡単な外科的処

置が受けられる。 
• 村落で一般診療及び投

薬が受けられる。 
• 都市部でＸ線診断、臨床

検査及びその他 8 つの

専門医による診断・治療

サービスが復活する。 

• 母子保健指標である妊

産婦死亡率及び乳児死

亡率が改善される。 
• レファラルシステムの

機能回復により、バタグ

ラム県の粗死亡率が改

善される。 

 

(2) 教育セクター 

表 4.2：教育セクターにおけるプロジェクトの効果 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 
• バタグラム郡及びアラ

イ郡にある教育施設の

大半が全壊または一部

損壊してた。 
• 教育施設の再建につい

ては手付かずである。 

• パキスタン国から復旧

を要請された 411 ヶ所

の教育のうち、本調査に

おいて対象施設 118 ヶ

所の選定を行った。 
• 選定された教育施設 118
ヶ所の復旧工事及び教

育用機材の供与。 

• 対象校の生徒 13,887 人

が耐震性の高く、良好な

学習環境の整った教育

施設に就学できる。 
• 校長及び教員専用のス

ペースが確保され、事務

管理、教育機材・備品の

保管、会議などの学校運

営の改善が可能となる。 

• 調査対象地域の教育レ

ベルが改善される。 

 

(3) 橋梁 

表 4.3：橋梁セクターにおけるプロジェクトの効果 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 
• バタグラム郡及びアラ

イ郡にある橋梁が被災

した。 

• パキスタン国から復旧

を要請された道路 21 区

間及び橋梁 7 ヶ所につ

いて、本調査において対

象施設として橋梁 3 ヶ

所の選定を行った。 
• 選定された橋梁 3 ヶ所

の復旧工事。 

• 本プロジェクトの対象

施設である医療施設及

び教育施設の一部につ

いて、アクセス性が改善

される。 

• 就学機会及び医療サー

ビスの機会の向上に寄

与する。 
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4-2 課題・提言 

4-2-1 相手国側の取り組むべき課題・提言 

(1) 保健医療セクター 

計画の円滑な実施と調達機材の効果的かつ継続的な活用を果たすため、以下の事項につき提言

する。 

• 医療従事者の確保：対象施設の医療サービスが改善されるためには、施設及び機材

といったハード面での整備のみならず、医療従事者（医師、看護師、Ｘ線技師､薬剤

師等）の確保が必要である。特に僻地における母子保健医療サービスを支える基礎

診療ユニットへの保健婦及び助産婦の確保が必要である。 

• 運営・維持管理体制の強化及び予算の確保：本プロジェクトの実施により、施設・

機材の運営・維持管理体制の強化並びに関連費用の増大に対する適切な予算確保が

必要である。保守維持管理部品の調達には有料診療報酬の一部の割り当てを可能に

して、財務的な自立発展性を確保する。 

• 対象施設に関連する周辺の基礎インフラ：アクセス道路及び電気、通信、給水等の

整備を図ることが必要である。 

(2) 教育セクター 

 本プロジェクトで建て替える学校施設を継続的かつ効果的に使用し、維持管理するために、パ

キスタン国側は以下の課題に取り組む必要がある。 

• 教員の適正な配置：北西辺境州学校識字局、高等教育局及びバタグラム県学校識字

部は、本プロジェクトで建て替える学校に適正な人数の教員を配置する。 

• 現職教員の再訓練：教員の指導能力を向上させるため、北西辺境州学校識字局は継

続的な教員再訓練または研修を実施する。特にバタグラム県の教育レベルは、中学

校への進学率が州内で下位から 2 番目と低いことから、女子教育を含めた初等教育

の質的向上を図る研修を実施する。 

• 学校施設の適正な維持管理：学校の維持管理を適切に行うため、北西辺境州学校識

字局、高等教育局及びバタグラム県学校識字部は、維持管理に必要な予算処置を講

ずる。北西辺境州学校識字局及び高等教育局が学校施設の維持管理マニュアルを作

成し、対象校関係者に対して維持管理のセミナーを開催する。学校長はコミュニテ

ィ参加を主体とする学校維持管理委員会を再構築し、継続的な維持管理体制を強化

する。 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 

保健医療セクターでは、世銀及び ADB、WHO などが医療施設のインフラストラクチャーの整

備、スタッフの補強及び医療機材の調達を推進している。本プロジェクトの対象施設との重複は

ない。地震復興庁（ERRA）を通じて、他のドナーの動向について確認し、事業の重複を回避する

とともに、連携の可能性を考慮するよう配慮することが望ましい。 
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教育セクターでは、中長期的な計画に基づいた活動を行っている NGO 及びドナーはない。本プ

ロジェクトの実施に際しては、地震復興庁（ERRA）を通じて、他のドナーの動向について確認し、

事業の重複を回避するとともに、連携の可能性を考慮するよう配慮することが望ましい。 

4-3 プロジェクトの妥当性 

 本プロジェクトの妥当性を判断するに当り、本プロジェクトは以下の観点から妥当であると考

えられる。 

• 本プロジェクトの裨益効果は、被災した調査対象地域の保健医療及び教育セクター

において、生活環境の復旧に寄与する。直接的な裨益者は、生徒及び教員、医療ス

タッフ、患者などの施設利用者である。間接的な裨益者は施設の誘致圏の住民に及

ぶ。 

• 本プロジェクトの目標は、被災した住民の生活環境の復旧のために緊急に求められ

ている医療施設及び教育施設の復旧である。 

• 本プロジェクトは既存施設の復旧を目的としているため、パキスタン国が独自で運

営・維持管理を実施でき、過度に高度な技術は必要とされない。 

• 本プロジェクトは地震復興庁の表明した復興戦略の目標に合致している。 

• 本プロジェクトは既存施設の復旧を目的としているため、環境面での負の影響は予

見されない。 

4-4 結論 

 本プロジェクトは多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く住民の BHN の向上

に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国のノンプロ無償資金協力

を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、

相手国側体制は人員・資金ともに十分で問題ないと考えられる。しかし、必要な人材の確保及び

維持管理予算の適正かつ継続的な確保などの点が改善・整備されれば、本プロジェクトはより円

滑かつ効果的に実施しうると考えられる。 
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資料 1  調査団員・氏名 

第一次現地調査 

氏名 所属 担当 
中川 和夫 国際協力機構 無償資金協力部 部長 総括 

相良 冬木 国際協力機構 無償資金協力部 
管理・調整グループ管理チーム 計画管理 

井上 美公 日本工営株式会社 業務主任/復旧計画 
森岡 敦 日本工営株式会社 医療施設計画・設計 
奥井 正雄 ビンコーインタナショナル株式会社 医療施設計画・設計 
古市 信義 ビンコーインタナショナル株式会社 医療施設施工計画 
浅沼 靖子 ビンコーインタナショナル株式会社 医療機材計画 
杉山 恭一 日本工営株式会社 学校計画・建築 
小泉 信容 日本工営株式会社 学校設計・施工計画 
小川 貴志 ビンコーインタナショナル株式会社 機材調達・積算 
荒木 一郎 日本工営株式会社 施設調達・積算 1 
石川  賢 日本工営株式会社 施設調達・積算 2 
山本 象平 日本工営株式会社 上水計画 
大隅 秀憲 日本工営株式会社 道路・橋梁計画 1 
アハメッド・モルガン 日本工営株式会社 道路・橋梁計画 2 

第二次現地調査 

氏名 所属 担当 
井上 美公 日本工営株式会社 業務主任/復旧計画 
森岡 敦 日本工営株式会社 医療施設計画・設計 
古市 信義 ビンコーインタナショナル株式会社 医療施設施工計画 
浅沼 靖子 ビンコーインタナショナル株式会社 医療機材計画 
杉山 恭一 日本工営株式会社 学校計画・建築 
小泉 信容 日本工営株式会社 学校設計・施工計画 
後藤 玄拓 日本工営株式会社 業務調整/援助調整 

第三次現地調査 

氏名 所属 担当 
井上 美公 日本工営株式会社 業務主任/復旧計画 
森岡 敦 日本工営株式会社 医療施設計画・設計 
小泉 信容 日本工営株式会社 学校設計・施工計画 
後藤 玄拓 日本工営株式会社 業務調整/援助調整 

第四次現地調査 

氏名 所属 担当 
井上 美公 日本工営株式会社 業務主任/復旧計画 
森岡 敦 日本工営株式会社 医療施設計画・設計 
小泉 信容 日本工営株式会社 学校設計・施工計画 
石川  賢 日本工営株式会社 施設調達・積算 2 
後藤 玄拓 日本工営株式会社 業務調整/援助調整 

第五次現地調査 

氏名 所属 担当 
井上 美公 日本工営株式会社 業務主任/復旧計画 



 資-2  



 資-3  

資料 2 調査行程 

第一次現地調査[2006 年 1 月 25 日～3月 3日] 

No 月日 曜日 移動 宿泊地 活動内容 
1 1/25 水 東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 到着日 
2 1/26 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄ～ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査 
3 1/27 金 ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査 
4 1/28 土 ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査 
5 1/29 日 ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査 
6 1/30 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、 

ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 
現地踏査、調査結果整理、協議など 

7 1/31 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
8 2/1 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
9 2/2 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 

10 2/3 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
11 2/4 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
12 2/5 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
13 2/6 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
14 2/7 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
15 2/8 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
16 2/9 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など 
17 2/10 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 

18 2/11 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄ～ﾞ東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 

19 2/12 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
20 2/13 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
21 2/14 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄ～ﾞ東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
22 2/15 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
23 2/16 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、 

ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 
現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 

24 2/17 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、 
ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 

現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 

25 2/18 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、 
ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 

現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 

26 2/19 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
27 2/20 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
28 2/21 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、 

ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 
現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 

29 2/22 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
30 2/23 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ、ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄ～ﾞ東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ 現地踏査、調査結果整理、協議など、設計作業 
31 2/24 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 第１回 C.C. パ政府との協議、設計作業 

32 2/25 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ パ政府との協議、設計作業 
33 2/26 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄ～ﾞ東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ パ政府との協議、設計作業 
34 2/27 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ パ政府との協議、設計作業 
35 2/28 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ、ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄ～ﾞ東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ パ政府との協議、設計作業 
36 3/1 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ パ政府との協議、設計作業 
37 3/2 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ パ政府との協議、設計作業 
38 3/3 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～東京 機中泊 帰着日 
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第二次現地調査[2006 年 3 月 29 日～4月 9日]  

No. 月日 曜日 移動 宿泊地 活動（JICA 調査） 

1 3/29 水 東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ到着 

2 3/30 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ EOJ、世銀・Save the Children との意見交換・EOJ 表敬 

3 4/1 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

4 4/2 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

5 4/3 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

6 4/4 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ資料作成 

7 4/5 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 第 2 回 C.C. 

8 4/6 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

9 4/7 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 調査資料整理、設計作業 

10 4/8 金 ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ州政府の会議 

11 4/9 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～東京 機中泊 帰着日 

 

第三次現地調査[2006 年 5 月 17 日～6月 1日] 

No. 月日 曜日 移動 宿泊地 活動（JICA 調査） 

1 5/17 水 東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ到着 

2 5/18 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

3 5/19 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ EOJ/JICA/JICS との方針会議、設計作業 

4 5/20 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

5 5/21 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

6 5/22 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

7 5/23 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ/ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ .NWFP 州政府保健局､教育局訪問 

8 5/24 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

9 5/25 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

10 5/26 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ ﾍﾟｼｬﾜｰﾙﾍ移動｡ ﾛｰｶﾙﾊﾟｰﾄﾅｰと設計打合せ 

11 5/27 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ NWFP 州保健局 Dr. Afridi にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの為面談 

12 5/28 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

13 5/29 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ERRA 教育担当と面談 

14 5/30 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ERRA 保健担当と面談 

15 5/31 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ﾑｻﾞﾌｧﾗﾊﾞｰﾄﾞ調査団と情報交換  

16 6/1 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～東京 成田 帰着日 
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第四次現地調査[2006 年 6 月 14 日～6月 29 日] 

No. 月日 曜日 移動 宿泊地 活動（JICA 調査） 

1 6/14 水 東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ到着 

2 6/15 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ JICA/JICS との方針会議 

3 6/16 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ EOJ 打合せ・ERRA 保健担当と協議 

4 6/17 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑへ移動 

5 6/18 日 ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ﾊﾞﾀｸﾞﾗﾑ学校・病院ｻｲﾄ踏査、BHU 拡張ｻｲﾄ視察 

6 6/19 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ CH・BHU の構造計算書受領 

7 6/20 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 概略事業費を算出 

8 6/21 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ JICA との概算事業費協議 

大学・高校・DHQ・RHC の設計進捗確認 

9 6/22 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

10 6/23 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ EOJ/JICA/JICS と進捗打合せ 

11 6/24 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ ﾛｰｶﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ事務所にて設計・積算進捗打合せ 

12 6/25 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

13 6/26 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

14 6/27 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

15 6/28 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

16 6/29 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 帰着日 

 

第五次現地調査[2006 年 7 月 5 日～7月 13 日]  

No. 月日 曜日 移動 宿泊地 活動（JICA 調査） 

1 7/5 水 東京～ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ到着 

2 7/6 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

3 7/7 金 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

4 7/8 土 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

5 7/9 日 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

6 7/10 月 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

7 7/11 火 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 調査資料整理、設計作業 

8 7/12 水 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ JICA との協議 

9 7/13 木 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ～東京 ｲｽﾗﾏﾊﾞｰﾄﾞ 帰着日 

注：ERRA: 地震復興庁(Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Agency)、PERRA: 州地震復旧復興庁(Provincial ERRA)、
CC : コンサル支援委員会(Consultative Committee)、NWFP: 北西辺境州(North West Frontier Province)、DHQ : 県立病院

（District Headquarter）、RHC: 地域保健センター（Rural Health Center）、CH : 市民病院（Civil Hospital）、BHU: 基礎保健

ユニット（Basic Human Unit） 
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資料 3  関係者（面会者）リスト 
 

Earthquake Reconstruction & Rehabilitation Authority (ERRA)(地震復興庁) 
Saleem Altaf Chairman 
General Nadeem Ahmed Deputy Chairman 
Dr. Mateer Ahmad Shaheen Prime Minister Secretariat, Health Sector 
Dr. Ameer Hussain Naqui Education Sector 
Dr. Saeed Ashraf Siddiqui Road & Transport 
Dr. Awais Manzur SUMRA Education, Water Supply & Social Sector 
  
National Engineering Services Pakistan (Pvt.)Limited (NESPAK)  
Tahir Shamshad General Manager of Islamabad Office 
 
Provincial Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority (PERRA) (州地震復興庁) 
Mr. Jan Shed Ul - Hasan Director General 
  
Government of NWFP(北西辺境州政府) 
Dr. Abdul Hameed Afridi Deputy Chief, Health Sector 
Mr. Afsar Said Chief Planning Officer, School & Literacy Department 
Mr. Naseer Khan Khattak Deputy Director of Planning & Development, Higher Education Department 
Mr. Nafees Anwar Assistant Director of Planning & Development, Higher Education Department 
Mr. Anwar Ahmad Khawaja Chief Planning Officer, Higher Education Department 
Mr. Arbab Rifaqat Ali Statistical Officer, Higher Education Department 
Mr. Syed Bilal Khisro Chief of Earthquake Reconstruction Cell, Planning & Development Department 
Mr.Abdur Rashid EDO (Executive District Officer), School & Literacy Department of Battagram District 
Mr. Bakht Zadkan DO (District Officer) for Girls Schools, School & Literacy Department of Battagram District 
Mr. Faizur Rahman Deputy DO for Boys Schools, School & Literacy Department of Battagram District 
Mr. Abdul Qayoum Assistant DO for monitoring in Circle Colony Battagram of Boys Schools, School & Literacy 

Department of Battagram District 
Mr. Muhammad Younas Assistant DO for monitoring in Circle Karg Allai of Boys Schools, School & Literacy 

Department of Battagram District 
Dr.Atla ur Pehmah Pathologist, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Abdul Khalgn TB control officer, DHQ Hospital Battagram 
Dr.Hanig TB, DHQ Hospital Battagram 
Dr.Nasir Surgery, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Shaza Reshid Senior Female Officer, Ob/Gy, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Hazhazala Gynecologist, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Amjet Dental Technician, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Musa Karim Refractionist, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Aptal Food Opthalmologist, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Abdul Rafut Opthalmologist(Surgery), DHQ Hospital Battagram 
Dr.Abdura Kharig Pediatrician, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Nasim Casualty, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Tahir Aziz Casualty, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Ehat Eslem Casualty, DHQ Hospital Battagram 
Mr. Sabir Senior Cleark, DHQ Hospital Battagram 
Mr. Jeharzef Assistant Account Branch, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Mehboob-ur-Reham Medical Superintendent, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Aha-ur Rehman Pathologist, DHQ Hospital Battagram 
Dr. Sar Bulaud Medical  Superintendent, RHC Banna 
Dr.Muhammad Younis EDO, EDO, Health 
Dr. Abdul Khalig District T.B. Control Officer, District T.B. Control Office 
Dr. Muhammad Saleem Medical Officer, RHC Kuza Banda 
Dr. Muhammad Saleem Medical  Superintendent, RHC Kuza Banda 
Mr.Irshad Muhhamad Dispenser, CD Kuza Banda 
Mr.Shah Alem MO, CH Thakot 
Mr. Ataurrehman Dispenser, CH Takot 
Mr. horama Hagerac Dispenser, BHU Shungli Payeen 
Ms.Chan LHV, BHU Shungli Payeen 
Mukhtiar Ullah BHU Charbagh 
Dr.Repthifhaet MS, DHQ Abbotabad 
Dr.Hifzur Rehuman Deputy Superintendent, DHQ Mansera 
Zaffar Igbal District Coordination Officer, District Coordination Office 
Niaz Muhammad Sub Engineer, EDO(W&S) 
Yousaf Shah Assistant Director, EDO(W&S) 
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Iqbal Muhammad Sub Engineer, EDO(W&S) 
Mr.Rahim Zada Chief planning officer, Health Dept. Gov.of NWFP 
Dr. Shaheen Afridi Health Sector Reform unit, Health Dept. Gov.of NWFP 
Dr.Jalil ur Rahman Director of Health Services, Health Dept. Gov.of NWFP 
Mrs.Zahida Perree LHV, MCHC Battgram 
Dr. Martin Awori  Head of field office Shangia (Kohistan), WHO Islamabad 
Dr. T.Zeribi Environmental Health Officer, WHO Islamabad 
Dr. Rayana Bu-Hakah Desk Officer, WHO Islamabad 
  
 
Embassy of Japan（日本大使館） 
大久保 雄大 経済班長 
田代 広宜 2 等書記官 
  
JICA Office（JICA 事務所） 
貝原 孝雄 パキスタン事務所長 
三角 幸子 パキスタン事務所次長 
Mohmood A.Jilani Deputy Resident Representative & Chief Programme Officer 
深澤 晋作 所員 
稲葉 光信 所員 
 
JICS Office（JICS 事務所） 
永作 雅弘 業務部 プログラムマネジャー 
種村 秀和 業務部 
小林 徳光 業務部 
Mr. Suleman JAMES 業務調整 
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資料 5 参考資料／入手資料リスト 

調査名：パキスタン国北部地震被害施設復旧計画概略設計調査 
(1/2) 

番

号 
名称 形態 

図書・ﾋﾞﾃﾞｵ・ 
地図・写真等 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ 
ｺﾋﾟｰ 

発行機関 発行年 

1 NWFP A District-based Multiple Indicators Cluster 
Survey, 2001 

図書 ｺﾋﾟｰ Government of 
NWFP Planning and 
Development 
Department in 
collaboration with 
UNICEF 

2002 

2 Annual report of Director General Health 
2002-2003 

図書 ｵﾘｼﾞﾅﾙ冊子 Bio-Statistics 
Section/PHC Cell  
Ministry of Health  
Government of 
Pakistan 

2005 

3 PC-1 for Conversion of RHC into Type D Hospital 図書 ｺﾋﾟｰ Executive District 
Officer, Health 
District Battagram 

2003 

4 Brief regarding District Head Quarter Hospital 
Battagram 

図書 ｺﾋﾟｰ Executive District 
Officer, Health 
District Battagram 

2003 

5 Standardized Equipment List for Type C Hospital 図書 ｺﾋﾟｰ Government of 
NWFP Department of 
Health 

2001 

6 Standardized Equipment List for Type D Hospital 図書 ｺﾋﾟｰ Government of NWFP 
Department of Health 

2001 

7 Letter Sub: "Guidelines regarding the Construction 
of Type C Hospital Work at DFQ Hospital 
Battagram 

図書 ｺﾋﾟｰ Government of 
NWFP Health 
Department Planning 
Officer II 

2006 

8 Work Load on DHQ Hospital Battagram during the 
Years 2005 

図書 ｺﾋﾟｰ Medical 
Superintendent 
Office, DHQ 
Battagram 

2006 

9 Budget Allocation from Provincial Government for 
Salary of Medical Personnel 

図書 ｺﾋﾟｰ Government of 
NWFP Department of 
Health 

2005 

10 Staff Allocation for Type B,C,D Hospital 図書 ｺﾋﾟｰ Government of 
NWFP Department of 
Health 

2001 

11 Population statistical data for District Battagram as 
of 2004 

図書 ｺﾋﾟｰ Executive District 
Officer, Health 
District Battagram 

2005 

12 Organization Chart of Executive District Office for 
Health as of 2005 

図書 ｺﾋﾟｰ Executive District 
Officer, Health 
District Battagram 

2005 

13 Budget Proposal for DHQ,RHC,CH,BHU,CD and 
MCHC 

図書 ｺﾋﾟｰ Executive District 
Officer, Health 
District Battagram 

2005 

14 ERRA Health Sector Report ”Build back Better” 
Reconstruction and Rehabilitation Development 
Plan 

図書 ｺﾋﾟｰ Earthquake 
Reconstruction and 
Rehabilitation 
Agency(ERRA) 

2006 

15 ERRA Education Sector Report ”Build back Better” 
Reconstruction and Rehabilitation Development 
Plan 

図書 ｺﾋﾟｰ Earthquake 
Reconstruction and 
Rehabilitation 
Agency(ERRA) 

2006 

16 Standard Form of Bidding Documents (Civil Work) 
First Edition  

図書 ｺﾋﾟｰ Pakistan Engineering 
Council  

2002 
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17 Standard Form of Contract for Engineering 
Consultancy Services (Small Projects) First Edition 

図書 ｺﾋﾟｰ Pakistan Engineering 
Council  

2002 

18 Standard Form of Contract for Engineering 
Consultancy Services (Large Projects : Lump sum 
Assignment) First Edition 

図書 ｺﾋﾟｰ Pakistan Engineering 
Council  

2002 

19 Standard Form of Contract for Engineering 
Consultancy Services (Large Projects : Time based  
Assignment) First Edition 

図書 ｺﾋﾟｰ Pakistan Engineering 
Council  

2002 

20 Composite Schedule of Rates 1999, Schedule of 
Rates (Volume III, Part II) 

図書 ｵﾘｼﾞﾅﾙ冊子 Gov. of NWFP 1999 

21 EMIS, Statistical report of School in 
NWFP(2004-2005) 

図書 ｺﾋﾟｰ Directorate of 
Schools & Literacy, 
NWFP 

2005 

22 Information of damaged schools in district 
Battagram 

図書 ｺﾋﾟｰ Office of the 
executive district 
officers school & 
Literacy Battagram 

2005 
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補足資料 1：図面集（医療施設） 

図面リスト 
 
DHQ – 1： 県立病院 – 配置計画図 .......................................................................................補 1-1 

(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – General Plot Plan) 
DHQ – 2： 県立病院 –  主病棟 – 1 階平面図-1（1/2） .....................................................補 1-2 

(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Floor Plan-1 
(GF-1/2) ) 

DHQ – 3： 県立病院 –  主病棟 – 1 階平面図-2（2/2） .....................................................補 1-3 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Floor Plan-2 
(GF-2/2) ) 

DHQ – 4： 県立病院 –  主病棟 – 2 階平面図-1（1/2） .....................................................補 1-4 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Floor Plan-3 
(1F-1/2) ) 

DHQ – 5： 県立病院 –  主病棟 – 2 階平面図-1（2/2） .....................................................補 1-5 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Floor Plan-4 
(1F-2/2) ) 

DHQ – 6： 県立病院 –  主病棟 – 3 階平面図-1（1/2） .....................................................補 1-6 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Floor Plan-5 
(2F-1/2) ) 

DHQ – 7： 県立病院 –  主病棟 – 3 階平面図-1（1/2） .....................................................補 1-7 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Floor Plan-6 
(2F-2/2) ) 

DHQ – 8： 県立病院 –  主病棟 – 断面図 ...........................................................................補 1-8 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Main Hospital – Sections) 

DHQ – 9： 県立病院 –  外来棟 – 1 階平面図-1 ..................................................................補 1-9 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – OPD – General Floor Plan-1 (GF) ) 

DHQ – 10： 県立病院 –  外来棟 – 1 階平面図-2 ................................................................補 1-10 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – OPD – General Floor Plan-2 (1F) ) 

DHQ – 11： 県立病院 –  外来棟 – 断面図 .........................................................................補 1-11 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – OPD – Sections) 

DHQ – 12： 県立病院 –  結核コントロールセンター – 平面図......................................補 1-12 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – TB Center – Floor Plan) 

DHQ – 13： 県立病院 –  結核コントロールセンター – 断面図......................................補 1-13 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – TB Center – Sections) 

DHQ – 14： 県立病院 –  県保健高等弁務官事務所 – 1 階平面図....................................補 1-14 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – EDO – Ground Floor Plan) 

DHQ – 15： 県立病院 –  県保健高等弁務官事務所 – 2 階平面図....................................補 1-15 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – EDO – 1st Floor Plan) 

DHQ – 16： 県立病院 –  県保健高等弁務官事務所 – 断面図..........................................補 1-16 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – EDO – Sections) 

DHQ – 17： 県立病院 –  母子保健センター – 平面図......................................................補 1-17 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – MCHC – Floor Plan) 

DHQ – 18： 県立病院 –  母子保健センター – 断面図......................................................補 1-18 
(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – MCHC – Section Detail) 

DHQ – 19： 県立病院 –  救急病棟 – 平面図......................................................................補 1-19 



(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Casualty – Floor Plan) 
DHQ – 20： 県立病院 –  救急病棟 – 断面図......................................................................補 1-20 

(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Casualty – Sections) 
DHQ – 21： 県立病院 – 霊安室 –  平面図 .........................................................................補 1-21 

(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Mortuary – Floor Plan) 
DHQ – 22： 県立病院 – 霊安室 – 断面図 ...........................................................................補 1-22 

(District Headquarters Hospital (DHQ) Battagram – Mortuary – Sections) 
RHC – 1： バンナ RHC – 配置計画図 .................................................................................補 1-23 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Plot Plan) 
RHC – 2： バンナ RHC – 主病棟 – 平面図-1....................................................................補 1-24 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Main Hospital – General Floor Plan-1) 
RHC – 3： バンナ RHC – 主病棟 – 平面図-2....................................................................補 1-25 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Main Hospital – General Floor Plan-2) 
RHC – 4： バンナ RHC – 主病棟 – 断面図-1 ..................................................................補 1-26 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Main Hospital – Section Detail-1) 
RHC – 5： バンナ RHC – 主病棟 – 断面図-2 ..................................................................補 1-27 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Main Hospital – Section Detail-2) 
RHC – 6： バンナ RHC – 主病棟 – 断面図-3 ..................................................................補 1-28 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Main Hospital – Section Detail-3) 
RHC – 7： バンナ RHC – 主病棟 – 住居タイプ I – 平面図 ..........................................補 1-29 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Residence Type I – Floor Plan) 
RHC – 8： バンナ RHC – 主病棟 – 住居タイプ I – 断面図 ............................................補 1-30 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Residence Type I – Sections) 
RHC – 9： バンナ RHC – 主病棟 – 住居タイプ II – 平面図...........................................補 1-31 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Residence Type II – Floor Plan) 
RHC – 10： バンナ RHC – 主病棟 – 住居タイプ I II– 平面図 .........................................補 1-32 

(Rural Health Center (RHC) Banna – Residence Type III – Floor Plan) 
CH – 1： タコット市民病院 – 配置計画図......................................................................補 1-33 

(Civil Hospital (CH) Thakot – Site Plan) 
CH – 2： タコット市民病院 – 外来病棟 – 平面図........................................................補 1-34 

(Civil Hospital (CH) Thakot – OPD – Floor Plan) 
CH – 3： タコット市民病院 – 外来病棟 – 断面図 A-A................................................補 1-35 

(Civil Hospital (CH) Thakot – OPD – Section A-A) 
CH – 4： タコット市民病院 – 外来病棟 – 断面図 B-B................................................補 1-36 

(Civil Hospital (CH) Thakot – OPD – Section B-B) 
BHU – 1： 基礎保健ユニット – 平面図（12G5S） ..........................................................補 1-37 

(Basic Health Unit – Plan (12G5S) ) 
BHU – 2： 基礎保健ユニット – 断面図（12G5S） ..........................................................補 1-38 

(Basic Health Unit – Section A-A (12G5S) ) 
BHU – 3： 基礎保健ユニット – 平面図（12G7S） ..........................................................補 1-39 

(Basic Health Unit – Plan (12G7S) ) 
BHU – 4： 基礎保健ユニット – 断面図（12G7S） ..........................................................補 1-40 

(Basic Health Unit – Section A-A (12G7S) ) 
BHU – 5： 基礎保健ユニット – 外来病棟 – 平面図........................................................補 1-41 

(Basic Health Unit – OPD – Floor Plan) 
BHU – 6： 基礎保健ユニット – 外来病棟 – 断面図 A-A................................................補 1-42 

(Basic Health Unit – OPD – Section A-A) 



BHU – 7： 基礎保健ユニット – 外来病棟 – 断面図 B-B................................................補 1-43 
(Basic Health Unit – OPD – Section B-B) 
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